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一
昨
年
は
、
裁
判
員
制
度
導
入
10
年
を
迎
え

て
、
こ
の
制
度
の
歩
み
を
振
り
返
る
企
画
が
い

ろ
い
ろ
あ
り
ま
し
た
。
３
万
人
の
超
え
る
「
国

民
」
が
裁
判
員
な
い
し
は
補
充
裁
判
員
と
し
て

実
際
に
も
重
大
な
刑
事
裁
判
に
か
か
わ
り
、
大

変
重
い
「
任
務
」
を
担
い
、
貴
重
な
成
果
を
上

げ
ら
れ
て
来
ら
れ
た
こ
と
は
、
大
事
な
社
会
的

な
経
験
で
す
。
貴
重
な
社
会
的
資
産
で
も
あ
り

ま
す
。
ま
た
、
裁
判
官
も
、
相
当
数
の
職
業
裁

判
官
が
裁
判
員
と
協
議
す
る
と
い
う
大
変
重
要

な
体
験
を
さ
れ
て
、
刑
事
裁
判
の
あ
り
方
に
つ

い
て
ほ
か
の
方
法
で
は
得
難
い
体
験
を
さ
れ
た

こ
と
と
思
い
ま
す
。

　

と
は
言
え
、
法
律
上
は
、
裁
判
員
６
名
と
裁

判
官
３
名
と
い
う
「
大
き
な
合
議
体
」
の
ほ
か

に
、
裁
判
員
４
名
と
裁
判
官
１
名
と
い
う
「
小

さ
な
合
議
体
」
が
予
定
さ
れ
て
い
ま
す
（
裁
判

１

新
年
に
際
し
て
、
裁
判
員
裁
判
の
今
後
を
占
う

新　
倉　

  

修　
　
弁
護
士
・
青
山
学
院
大
学
名
誉
教
授

員
裁
判
法
２
条
２
項
お
よ
び
３
項
）
が
、
こ
の

「
小
さ
な
合
議
体
」
方
式
は
、
被
告
人
が
起
訴

さ
れ
た
事
実
を
争
わ
な
い
場
合
に
も
利
用
で
き

る
は
ず
で
す
が
、
一
向
に
利
用
さ
れ
て
い
ま
せ

ん
。
こ
の「
小
さ
な
合
議
体
」に
よ
る
の
は
、「
公

判
前
整
理
手
続
に
よ
る
争
点
お
よ
び
証
拠
の
整

理
に
お
い
て
公
訴
事
実
に
争
い
が
な
い
と
認
め

ら
れ
、
事
件
の
内
容
そ
の
他
の
事
情
を
考
慮
し

て
適
当
と
認
め
ら
れ
る
も
の
」と
さ
れ
て
お
り
、

こ
の
よ
う
な
要
件
に
当
て
は
ま
る
ケ
ー
ス
は
、

最
近
の
統
計
に
よ
る
と
、
当
初
の
事
件
数
に
く

ら
べ
て
相
当
減
少
し
て
、
被
告
人
ベ
ー
ス
で
カ

ウ
ン
ト
す
る
と
年
間
１
０
０
０
人
程
度
に
と
ど

ま
る
わ
け
で
す
が
、
そ
れ
で
も
、
そ
れ
な
り
に

あ
る
と
思
わ
れ
ま
す
。
ま
た
、
こ
の
「
小
さ
な

合
議
体
」は
、当
初
の
法
案
に
は
規
定
が
な
か
っ

た
の
で
す
が
、
与
党
協
議
の
中
で
、
公
明
党
の

漆
原
良
夫
議
員
と
自
民
党
の
長
勢
甚
遠
議
員
や

保
岡
興
治
議
員
を
中
心
と
し
て
話
し
合
い
の
過

程
で
、
追
加
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
言
わ
れ
て

い
ま
す
。

　

こ
れ
は
、
機
動
性
と
い
う
点
か
ら
だ
け
で
は

な
く
、
裁
判
員
の
意
見
が
い
っ
そ
う
尊
重
さ
れ

る
と
い
う
こ
と
が
メ
リ
ッ
ト
だ
と
さ
れ
て
い
ま

す
。
と
い
う
の
も
、
評
決
が
全
員
一
致
制
で
は

な
く
、
裁
判
所
法
77
条
に
な
ら
っ
て
、
裁
判
員

裁
判
も
、
裁
判
員
と
裁
判
官
の
そ
れ
ぞ
れ
１
名

以
上
を
含
む
過
半
数
と
さ
れ
た(

裁
判
員
法
67

条
１
項)

結
果
、
裁
判
官
３
名
が
同
一
意
見
で

あ
る
場
合
に
は
、
裁
判
員
の
過
半
数
が
同
意
見

で
な
く
て
も
、
合
議
体
の
評
決
が
成
り
立
つ
こ

と
に
な
り
ま
す
。「
小
さ
な
合
議
体
」
で
は
、

こ
の
よ
う
な
事
態
は
理
論
的
に
あ
り
得
な
い
の

で
、
そ
の
分
、
裁
判
員
の
意
見
が
手
厚
く
尊
重

さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

も
っ
と
も
、
実
際
に
は
、
で
き
る
だ
け
全
員

一
致
に
達
す
る
よ
う
に
評
議
を
尽
く
し
て
い
る

と
言
わ
れ
て
い
る
の
で
、
過
半
数
に
よ
る
評
決

の
意
味
を
問
う
こ
と
は
、
実
益
が
な
い
よ
う
に

見
え
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
よ
く
考
え

る
と
、
同
調
圧
力
が
強
い
と
い
う
か
、
同
調
圧

力
に
弱
く
大
勢
に
迎
合
的
な
心
理
的
な
傾
向
性

が
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
「
国
民
性
」
を
考
え
る

と
、
丁
寧
な
評
議
を
実
践
す
る
こ
と
と
か
、
合

理
的
な
疑
い
を
超
え
た
心
証
の
形
成
を
集
団
的

に
確
保
す
る
こ
と
は
、
多
数
決
制
か
全
員
一
致

制
か
と
い
う
評
決
方
法
の
違
い
よ
り
も
、
評
議

の
運
営
の
し
か
た
に
よ
る
と
か
、
だ
れ
が
座
長

と
な
る
の
か
（
つ
ま
り
、
現
在
、
ほ
ぼ
す
べ
て

の
合
議
体
で
疑
い
を
も
た
れ
る
こ
と
も
な
く
実

施
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
裁
判
長
裁
判
官
が
、

法
廷
の
訴
訟
指
揮
の
延
長
で
、
そ
の
ま
ま
評
議

で
も
座
長
と
な
る
と
い
う
や
り
方
で
は
な
く
、

裁
判
員
の
中
か
ら
公
正
な
選
出
方
法
に
よ
っ
て

座
長
を
選
ぶ
と
い
う
方
式
の
イ
ン
パ
ク
ト
を
考

慮
す
る
と
）
と
か
に
よ
っ
て
、
丁
寧
な
評
議
が

い
っ
そ
う
保
障
で
き
る
と
い
う（
次
頁
に
続
く
）
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可
能
性
が
あ
る
と
も
い
え
そ
う
で
す
。

　

そ
の
関
係
で
は
、
現
在
、
書
評
を
頼
ま
れ
て

取
り
組
ん
で
い
る
集
団
的
評
決
の
や
り
方
に
関

す
る
比
較
研
究
が
、
大
変
参
考
に
な
る
デ
ー
タ

と
議
論
が
扱
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
を
み
る
と
、

合
議
体
の
評
議
や
評
決
の
方
法
は
さ
ま
ざ
ま

で
、
裁
判
長
、
主
任
裁
判
官
、
報
告
判
事
な
ど

の
特
別
な
役
割
を
持
っ
た
裁
判
官
の
関
与
が
あ

る
も
の
と
か
、
１
人
１
票
で
は
な
く
加
重
投
票

制
が
あ
る
な
ど
（
１
）、
多
種
多
彩
で
あ
り
、
そ

れ
だ
け
に
こ
の
よ
う
な
比
較
研
究
が
生
ま
れ
る

土
壌
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

　

ち
な
み
に
合
議
体
の
サ
イ
ズ
も
ま
ち
ま
ち
で

あ
り
、た
と
え
ば
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
裁
判
所
は
、

最
も
大
き
い
合
議
体
は
、
加
盟
国
か
ら
１
名
ず

つ
選
ば
れ
た
47
名
の
裁
判
官
が
参
加
す
る
も
の

で
あ
り
、
大
法
廷
は
17
名
で
構
成
さ
れ
、
国
際

司
法
裁
判
所
も
、
日
本
の
最
高
裁
判
所
の
大
法

廷
と
同
じ
く
15
名
か
ら
な
り
、
ア
メ
リ
カ
の
連

邦
最
高
裁
判
所
は
９
名
と
い
う
構
成
に
な
っ
て

い
ま
す
。
ま
た
、
国
際
刑
事
裁
判
所
は
、
18
名

の
裁
判
官
が
所
属
し
て
い
ま
す
が
、
第
一
審
裁

判
部
は
、
３
名
の
合
議
体
が
複
数
設
置
さ
れ
、

さ
ら
に
５
名
の
裁
判
官
か
ら
な
る
上
訴
裁
判
部

と
３
名
の
合
議
体
ま
た
は
１
名
の
単
独
裁
判

官
が
所
属
す
る
予
審
裁
判
部
が
あ
り
、
刑
事
裁

判
所
の
合
議
体
の
サ
イ
ズ
と
し
て
は
、
日
本
の

地
方
裁
判
所
や
高
等
裁
判
所
、
最
高
裁
判
所
の

小
法
廷
と
変
わ
ら
な
い
サ
イ
ズ
と
な
っ
て
い
ま

す
。

　

ま
た
、
評
決
の
方
法
も
、
コ
モ
ン
ロ
ー
諸
国

で
は
、
陪
審
制
度
を
と
る
事
実
審
で
は
全
員
一

致
制
が
伝
統
的
に
採
用
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
大

陸
法
（
シ
ビ
ル
・
ロ
ー
）
諸
国
で
は
多
数
決
制

を
と
り
、
そ
の
う
ち
単
純
多
数
決
制
の
例
と
加

重
多
数
決
制
（
合
議
体
の
３
分
の
２
以
上
の
多

数
に
よ
っ
て
決
定
す
る
）
の
例
が
あ
る
そ
う
で

す
。

　

い
ず
れ
に
し
て
も
、
よ
り
よ
い
制
度
の
あ
り

方
を
模
索
す
る
た
め
に
、エ
ビ
デ
ン
ス
を
集
め
、

討
議
の
対
象
と
し
て
関
係
者
や
専
門
家
の
意
見

を
集
め
、
そ
の
成
果
を
公
表
し
て
、
世
論
の

判
断
に
供
す
る
と
い
う
活
動
が
行
わ
れ
て
い
る

こ
と
に
、
注
目
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
も

ち
ろ
ん
そ
の
場
合
で
も
、
合
議
の
秘
密
は
遵
守

さ
れ
る
の
で
、
個
人
情
報
が
公
表
さ
れ
る
わ
け

で
は
な
い
の
で
す
が
、
そ
の
よ
う
な
た
し
な
み

（decency

）
を
保
ち
つ
つ
も
、
評
議
や
評
決

の
方
法
に
つ
い
て
個
別
の
事
例
も
含
め
て
、
検

討
す
る
と
い
う
姿
勢
と
実
践
は
重
要
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。

　

ま
た
と
り
わ
け
重
要
な
の
は
、
裁
判
員
が
量

刑
判
断
に
か
か
わ
る
わ
け
で
す
が
、
死
刑
求
刑

事
件
で
は
、
単
純
多
数
決
で
は
な
く
、
全
員
一

致
制
な
い
し
は
少
な
く
と
も
、
加
重
多
数
決
制

（
裁
判
員
お
よ
び
構
成
裁
判
官
を
含
む
７
名
以

上
の
賛
成
を
必
要
と
す
る
）
を
採
用
す
る
よ
う

に
検
討
す
べ
き
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
ま
た

い
ず
れ
に
し
も
、
定
期
的
な
見
直
し
と
い
う
シ

ス
テ
ム
を
確
立
し
て
、
問
題
点
を
た
え
ず
検
討

し
つ
つ
、
陪
審
制
を
導
入
す
る
準
備
を
進
め
る

こ
と
が
大
事
な
目
標
と
な
り
ま
す
。

　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
蔓
延
に
よ
っ
て
裁

判
員
の
参
加
す
る
裁
判
も
、
厳
し
い
環
境
の
下

に
置
か
れ
て
い
ま
す
が
、
ピ
ン
チ
を
チ
ャ
ン
ス

に
変
え
る
よ
う
に
一
層
引
き
締
め
て
新
し
い
課

題
解
決
に
努
め
ま
し
ょ
う
。

（
１
）　Birke H

äcker and W
olfgang Ernst 

(eds.), Collective Judging in Com
para-

tive Perspective: Counting Votes and 
W
eighing O

pinions, Intersentia, 2020

新
入
会
員

○
眞
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範
行
さ
ん
（
千
葉
県
弁
護
士
会
会
長
）

○
玉
井 

美
香
さ
ん
（
大
阪
大
学
大
学
院
）

○M
att W

ilson

さ
ん（
テ
ン
プ
ル
大
学
学
長
）

○
大
城 

聡
さ
ん
（
弁
護
士
）

○
川
畑 

恵
子
さ
ん
（
裁
判
員
Ａ
Ｃ
Ｔ
）

物
故
し
た
会
員
な
ど

　

ご
冥
福
を
お
祈
り
い
た
し
ま
す
。

○
内
藤 

道
興
さ
ん 

逝
去

　
　
　
　
２
０
１
９
年
６
月
25
日

○
根
本 
行
雄
さ
ん 

逝
去

　
　
　
　
２
０
２
０
年
２
月
４
日

○
上
口 

達
夫
さ
ん 
逝
去

　
　
　
　
２
０
２
０
年
６
月
26
日

 民事陪審制度採用のための実務的課題
　　　　　　　　　　　　　　　　　眞　田　　範　行　　　弁 護 士
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（2020年11月07日に行なわれたZoom を用いた講演）

第1 　基本的視座
　　刑事事件のみではなく、民事事件も陪審制度に適合します。
　　ただし、(1)実際上の課題のみならず、(2)若干の理論的課題も存在します。



(     )３

　1 　適合についての大枠
　(1)民事事件は、手続法たる民事訴訟法と実体法である民法の相互作用によって判断がなされます。
　(2)手続法について
　　基本的に現行民事訴訟法は、集中証拠調べの構造をとっており、民事陪審制度の構造に合致します。
　　〔コメント〕ディスカバリーが採用されていません。逆に言うと、ディスカバリーは、民事陪審の前提条件であるかが　
　　　　　　　検討されなければなりません。
　(3)実体法について
　　民法の規定の適用によって解決されることになりますが、その適用に当たっては、「要件事実」の存否によって判断さ　
　れることになり、その判断は、常識的一般市民による判断になじみます。
　　ここで、議論の混乱を避けるため、以下のように用語を整理します。
　　　　人を殺したもの　　　　　法律上の要件　　　　　 売買契約の成立　　要件事実

　　　AがBを殺した事実　　証拠上認定される事実　　　売買をした事実　　主要事実
      
　　　　　　　証拠　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　証拠
　　〔コメント〕なお、司法研修所及び実務は、主要事実を要件事実と呼んでいるが、この点は、現段階では無視して結構です。
　(4)　刑事と民事の違い
　　基本的構造としては、刑事民事とも、上に述べたことと異ならない。しかし、重要な差異があります。
　　刑事については、事実についての主張立証責任は、全面的に検察官が負うことになるが、民事は、実体法の解釈により、
　主張立証責任が、原告が負う部分と被告が負う部分とに分かれるところが異なります。
   　また、証拠についての規律は、伝聞証拠の禁止等刑事では厳格な規律があるが、民事はそのような規律がなく、自由心証
　主義が支配しています。
　　〔コメント〕アメリカでは、刑事・民事の証拠法則が共有です。

　2 　民事裁判の基本的構造
　　X(原告)からY(被告)に対する請求権の有無を判断する。この請求権の有無は、実体法の規定する請求権を発生させる
　要件に該当する事実が、過去に存在したか否かを、証拠によって確定する作業です。
　　〔コメント〕民事訴訟には、三類型があり、上記は給付訴訟であり、形成訴訟、確認訴訟という類型があります。ここでは、
　　　　　　　一応、給付訴訟を前提に説明します。
　3 　主張立証責任とは
　　その責任を負うとされた者が、主張し立証しなければならない事実であり、その定めは実体法の規定ぶりにより、原則
　として定まり、問題がある場合には公平の理念によって、定めるという考え方が通説的な理解です。どの事実をXの責任
　にするか、どの事実をYの責任にするかの議論であり、その主張立証責任を負う者が、主張立証責任を果たさない場合には、
　その者が敗訴するという原則です。裁判の拒否ができないという原則からです。
　　〔コメント〕これは、実体法たる民法が、生活規範なのか裁判規範なのかの問題であり、裁判規範説を前提とします。
　　　　　　　私は、裁判規範説を前提に、民法は、裁判官に対する制限規範であると考えています。

　　抽象的に言っても、よく分かりにくいので、設問で考えましょう。
　Xは、Yに100万円を貸したが、Yは既に支払っていると主張した場合
　(1)　第一段階
 　　　要件事実による分析　→　実体法を使用したブロック・ダイアグラムの作成
     　　　　　　請求原因(Kg)        　　　　　　　　E(抗弁)
　　　　　　　XY消費貸借契約 　　　　　Y、Xに弁済
　　　　　　　(X主張立証責任)   　　　　　  (Y主張立証責任)
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　(2)　自白・否認の成否
　　民事事件では、自白をする場合が多い。
　　例えば、Yは、Xに弁済をしたということであるので、請求原因は自白しています。そうすると、確定する必要があるの
　　は、弁済の事実のみとなります。これが、よく言う「争点の整理」ということです。
　(3)　弁済の事実の確定
        あとは、弁済の事実を証拠によって認定できるか否かの問題となります。

　　Xは、Yに100万円を貸しましたが、Yは10年の時効を援用しました。しかし、その10年の間に、
　　Yは一部を弁済していました。
　(1)　第一段階
　　要件事実による分析　→　実体法を使用したブロック・ダイアグラムの作成
　　　請求原因(Kg)　　　　　　　　抗弁(E) 　　　　　　　　　　再抗弁(R)
　　XY消費貸借契約 　契約の時から10年経過　　　　　契約から6年後に、
　　　X金銭交付　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Y一部弁済
　　　返還期限到来 　時効の利益を援用　　　　　　　　(時効の更新)
　　　(X主張立証)　　　　　　　(Y主張立証)　　　　　　　　　(X主張立証)
　　再抗弁の役割は、抗弁事実によって死んでしまった請求原因を、抗弁事実を死亡させることによって、請求原因を死亡
　　から生存に復活させることになる。
　(2)　自白等による主張の整理
　　例えば、KgをYが認め、EをXが認めると、Rの事実のみ確定すればよいことになる。
　(3)　時効更新事実の確定
　　あとは、時効更新事実を、証拠により確定することになります。

　4 　民事陪審制度との接合
　　ちょっと難しい部分、すなわち(1)と(2)は、専門家たる裁判官に一任すればよいことになる。そして、主張の整理により、
　　裁判官は、陪審員に確定しなければならない事実を示せばよいということになってくるのです。
　　〔コメント〕そうすると、極端に言うと、要件事実による主張の整理は、特にベテランの裁判官でなくともできることになり、
　　　　　　　法曹一元化は必要ではないことになります。これでいいのかは、1個の問題でしょう。
  
　　以上の要件事実の仕組みを簡単に学ぶためには、岡口基一『裁判官は劣化しているのか』(羽鳥書店)が好書であると
　　思います。岡口判事は、色々、話題の人物であり、『最高裁に告ぐ』(岩波書店)という著作もあります。

第2 　要件事実論の現在
　 1 　要件事実論の興隆と衰退
　　司法改革により、法科大学院制度が発足した時点においては、全国の学者が要件事実論を学ばなければならないという
　　ことで、要件事実論は、興隆を極めました。例えば山本敬三京都大学教授は、その著作である『民法講義』に、既に述
　　べたブロックダイアグラムを表記する教科書を出版するぐらいであり、更に、各法科大学院においては、実務家教員が
　　進出し、『民事実務講義』として要件事実論を教え始めました。
　　　しかし、奇妙なことに、それまで要件事実論を主に教えてきた司法研修所は、突然、要件事実論に対して冷淡な態度
　　をとるようになり、事実認定論にその教育の重点をシフトしだしたのです。勿論、要件事実論は法科大学院で教えるか
　　ら、今まで手薄だった事実認定論を主に修習生に教えるという理由がありました。そして、この傾向が結実した本とし
　　て、修習生に配布される『司法研修所編 事例で考える民事事実認定』(法曹会)という本があります。その後、司法研
　　修所は、事実認定の研究を奨励するようになり、その研究の成果が出版されています。
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 　2 　ある裁判官の批判
　　このように司法研修所が、修習生に対する教育をシフトしたことについては、裁判官の中でも、批判が出たと思います。
　　事実認定は、裁判官の専権事項であり、憲法によって保障されている(憲法§76)。その定型的なやり方を示すなどはもっ
　　てのほかであるという怒りでした。この裁判官の怒りは、(1)事実認定は、裁判官の専権事項であり、(2)事実認定は裁
　　判官の自由である(極端な自由心証主義)という部分の2つがあると思います。
　　　私は、この怒りももっともですが、司法研修所がシフトしだしたのは、まさに民事陪審制度を避けるための一つの  
　　方策であると考えています。既に述べましたように、要件事実論は民事陪審制度とすこぶる親和性があり、これを司　
　法当局が警戒しだしたというのが実情ではないかと思っております。
　　　上記の裁判官の怒りで言いますと、(1)の部分は、民事陪審法の制定によって克服すべき問題であり、この会が営々
　　と努力を傾けてきたところであると思います。しかし、深刻な問題は、(2)の部分であり、事実認定論は、裁判官が　
　　十分研究してある。素人による事実認定よりもはるかに正確なものであり、そのような態勢を作ってあるといって、　
　　民事陪審制度を排除しようとするものではないかと思います(実際は、定型的な事実認定を行うように勧めるもので、
　　真実を発見しようとする意気込みが感じられません。)。
　　　このようなところで、要件事実論は、現在下火になっていますが、判決のバックボーンとして生きており、これを　
　民事陪審制度と結び付けて、その主張をしていくことが大切であると思います。

第3 　問題点
　　しかし、民事陪審制度と要件事実論を検討する場合に、私自身、未だ検討不足の部分があります。それは、現在のとこ
　　ろ、以下の2つの点です。この点、私の研究不足であり、その他にも克服しなければならない問題点があると思います。
 　1 　評価的要件
　　評価的要件に典型例は、不法行為訴訟における「過失」という文言をどうとらえるかです。法律の文言で「正当事由」
　　という文言が用いられている部分も同様です。
 　(1)　過失を基礎づける事実
　　原告と被告が、お前には過失がある、いやお前こそ過失があると言い合っても、ただの喧嘩に過ぎなくなります。こ　
　の点から、過失は事実の評価であり、評価のための具体的事実を主張することになります。
　　　このことを、現在の司法研修所の要件論は、過失という評価を基礎づける評価根拠事実と過失という評価を障害す　
　る評価根拠事実とに分け、例えば前者を請求原因事実とした場合、後者を抗弁として位置づけます。
　 (2)　総合的判断
    　この場合の判断の在り方は、既に述べた要件事実論における評価の在り方と異なっております。すなわち、両者の総　
　　合評価であるとするのです。これは、日本の裁判官による裁判の典型例であり、「総合的に判断する」といって、何　
　　も根拠を示していない判断です。しかし、このような判断方法を最高裁判所は何と追認してしまったのです(最判　　
　　H30・6・10民集72-2-88・有名なハマキョウレックス判決です。)。
　 (3)　今後の方向性
    　このような要件事実の整理及び判断方法には、多大の疑問があります。
　　「過失」という一つの要件を請求原因と抗弁というように分断してよいのか、更には、総合的判断というよく分からな
　　い方法でよいのかです。
　　　私は、事実の法規のあてはめの問題は、評価的要素を捨て去ることはできないので、陪審員が事実から過失ありと　
　　判断することは当然であると思います。ただ、評価根拠事実と評価障害事実による判断は恣意的になりがちであり、　
　　決して褒められるものではないと考えます。この場合は、アメリカの憲法判例の如く、審査基準というものを個別訴訟
　　において打ち立てていくことが必要であると思います。現に、赤い本においては、交通事故の過失割合においては、　
　　定式化がなされています。

　 2 　憲法訴訟との関係
   　実は、この問題が一番悩ましい問題です。民事訴訟においても、憲法§14(平等原則)違反が主張されます。これらの、
　　憲法上の主張について、主張立証責任を認めるべきか、事実についてのものではないから説得責任にとどまるのか、　
　　という根本的な疑問があり、陪審との関係でその判断をどのようにするかが問題となります。
　　　この問題については、研究不足であり、今後を期したいと思います。ただ、最近、憲法学者の方から憲法訴訟の主張
　　立証についても論考が出だしており、これを参考にしながら、研究を進めて参りたいと思います。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上
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１
．
は
じ
め
に

　
「
陪
審
裁
判
を
考
え
る
会
」
編
集
の
「
民
事

陪
審
裁
判
が
日
本
を
変
え
る
」
の
本
を
、
５
月

に
日
本
評
論
社
か
ら
出
版
し
た
記
念
す
べ
き
こ

の
１
年
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
に
翻
弄
さ

れ
た
年
で
も
あ
っ
た
。
新
年
に
入
っ
て
も
、
い

ま
だ
に
収
束
の
様
子
を
見
せ
な
い
コ
ロ
ナ
禍

は
、
社
会
を
守
る
こ
と
は
、
国
や
自
治
体
等
の

権
力
組
織
の
判
断
に
頼
っ
て
も
無
理
な
場
合
が

あ
り
、
結
局
、
個
々
の
国
民
と
の
協
働
が
必
要

で
あ
る
こ
と
を
、
改
め
て
一
般
市
民
に
自
覚
さ

せ
た
よ
う
に
思
う
。
今
後
、
陪
審
裁
判
の
よ
う

な
市
民
参
加
制
度
を
、
こ
れ
ま
で
以
上
に
重
視

す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
。

２
．
コ
ロ
ナ
禍
が
我
々
に
気
づ
か
せ
た
こ
と

(1)
国
を
始
め
と
す
る
権
力
組
織
は
、
個
人
を
守

る
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う

こ
と
が
、
改
め
て
実
感
さ
れ
た
。
即
ち
、
組
織

の
方
針
は
そ
の
組
織
を
支
え
る
市
民
を
統
制
す

る
た
め
の
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
恩
恵

を
受
け
る
市
民
が
、
そ
の
組
織
の
存
在
を
希
望

し
、
そ
の
組
織
の
方
針
を
尊
重
す
る
よ
う
に
行

動
す
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
上
記
組
織
の
方
針
に
賛
成

出
来
な
い
個
人
や
組
織
は
、
緊
急
事
態
の
場
合

は
別
と
し
て
、
必
ず
し
も
、
前
記
上
位
に
位
置

す
る
権
力
組
織
の
方
針
を
尊
重
し
て
行
動
す
る

わ
け
で
は
な
い
。
こ
れ
は
、
全
体
主
義
の
国
家

で
は
な
く
、
自
由
を
尊
重
す
る
民
主
主
義
国
家

で
あ
れ
ば
当
然
で
あ
り
、
日
本
も
そ
の
場
合
に

相
当
す
る
。

　

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
コ
ロ
ナ
対
策
に
関

し
て
は
、
国
等
の
組
織
の
方
針
に
従
わ
な
け
れ

ば
、
周
り
か
ら
白
い
目
で
見
ら
れ
る
と
い
う
状

況
に
な
っ
た
。
国
等
に
よ
り
個
人
の
自
由
が
長

期
に
わ
た
り
制
限
さ
れ
る
場
合
が
あ
る
こ
と

を
、
多
く
の
市
民
が
同
時
に
体
験
し
た
の
で
あ

る
。

(2)
こ
の
体
験
は
、
多
数
決
に
よ
っ
て
決
め
れ

ば
、
少
数
意
見
が
無
視
さ
れ
る
こ
と
が
当
然
で

あ
る
か
の
よ
う
な
日
本
社
会
に
お
け
る
多
数
派

の
人
々
に
も
、
公
平
に
与
え
ら
れ
た
。
こ
の
体

験
に
よ
り
、従
来
多
数
派
に
属
す
る
政
治
家
に
、

全
権
限
が
与
え
ら
れ
て
当
然
で
あ
る
か
の
よ
う

に
理
解
し
て
き
た
多
数
派
の
市
民
に
、
そ
の
理

解
は
間
違
っ
て
い
た
か
も
知
れ
な
い
と
い
う
疑

問
が
生
じ
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。

　

あ
る
い
は
、
専
門
家
と
い
う
特
定
の
市
民
の

判
断
に
、
す
べ
て
を
託
す
こ
と
は
合
理
的
な
の

で
あ
ろ
う
か
、
と
の
疑
問
の
余
地
を
も
た
ら
し

た
可
能
性
が
あ
る
。
こ
こ
に
、「
決
定
過
程
に

お
け
る
市
民
参
加
」
の
重
要
性
が
生
じ
る
。

(3)
日
本
で
は
、
司
法
へ
の
市
民
参
加
制
度
と
し

て
、
新
た
に
裁
判
員
制
度
を
導
入
し
て
か
ら
早

く
も
10
年
が
経
過
し
て
い
る
。し
か
し
な
が
ら
、

裁
判
員
経
験
者
に
課
せ
ら
れ
た
守
秘
義
務
に
よ

り
、
せ
っ
か
く
の
経
験
を
、
未
経
験
で
あ
る
多

く
の
一
般
市
民
に
自
由
に
伝
達
で
き
な
い
た
め

に
、
裁
判
員
を
務
め
た
こ
と
に
よ
る
達
成
感
を

得
ら
れ
な
い
こ
と
に
加
え
、
長
期
裁
判
に
よ
る

拘
束
に
耐
え
難
い
社
会
で
あ
る
こ
と
な
ど
が
大

き
な
障
害
に
な
り
、
裁
判
員
制
度
へ
の
関
心
が

一
般
市
民
の
間
に
拡
散
せ
ず
、
裁
判
員
の
な
り

手
が
減
少
し
て
い
る
。

(4)
一
方
、
こ
の
１
年
は
、
我
々
が
手
本
と
し
て

き
た
米
国
の
民
主
主
義
制
度
の
綻
び
が
目
立
つ

年
で
も
あ
っ
た
。
米
国
大
統
領
の
改
選
に
係
る

ニ
ュ
ー
ス
は
、
米
国
が
有
す
る
陪
審
制
度
を
日

本
に
導
入
す
れ
ば
、
米
国
市
民
が
有
す
る
、
社

滝　
田　

 

清　
暉　
　
陪
審
裁
判
を
考
え
る
会
事
務
局

新
型
コ
ロ
ナ
と
陪
審
制
度
の
復
活
と

会
を
構
成
す
る
市
民
と
し
て
の
権
利
意
識
が
日

本
に
も
根
付
く
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
た

我
々
の
意
気
を
消
沈
さ
せ
た
。

　

し
か
し
、
ト
ラ
ン
プ
大
統
領
の
続
投
を
拒
否

で
き
た
の
は
、
陪
審
制
度
に
よ
っ
て
培
わ
れ
た

市
民
の
主
権
者
意
識
の
勝
利
で
あ
っ
た
の
で
は

な
い
か
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
説
明
責

任
を
果
た
そ
う
と
し
な
い
日
本
政
府
の
姿
を
重

ね
て
見
る
と
、
主
権
者
意
識
が
高
い
と
は
言
え

な
い
日
本
の
将
来
を
危
惧
せ
ざ
る
を
得
な
い
。

３
．
終
わ
り
に

　

戦
争
に
突
入
し
な
い
社
会
と
そ
の
発
展
は
、

結
局
の
と
こ
ろ
、
一
般
市
民
の
健
全
性
の
確
保

が
、
継
続
的
に
な
さ
れ
る
よ
う
な
社
会
シ
ス

テ
ム
を
構
築
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
否
か
に
か

か
っ
て
い
る
。そ
の
社
会
シ
ス
テ
ム
の
一
つ
が
、

司
法
へ
の
市
民
参
加
制
度
で
あ
る
と
言
え
る
。

　

一
般
市
民
に
理
解
で
き
る
理
由
に
基
づ
か
な

い
国
の
暴
走
を
止
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、

健
全
な
国
民
の
一
般
常
識
で
あ
る
と
考
え
る
か

ら
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
こ
の
た
び
の
コ
ロ

ナ
禍
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
将
来
を
背
負
っ
て
も

ら
う
た
め
の
義
務
教
育
に
お
け
る
一
ク
ラ
ス
の

少
人
数
化
の
議
論
が
、
後
退
し
て
い
る
よ
う
に

見
え
る
こ
と
は
残
念
で
あ
る
。
ま
だ
自
己
の
権

利
・
義
務
意
識
が
不
十
分
な
子
供
た
ち
を
よ
り

健
全
に
育
成
す
る
た
め
に
、
健
全
な
社
会
常
識

を
備
え
た
一
般
市
民
が
積
極
的
に
関
わ
っ
て
い
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陪
審
裁
判
を
考
え
る
会
記
録

２
０
１
８
年

●
陪
審
裁
判
を
考
え
る
会
12
月
例
会

日
時:

12
月
23
日
（
土
）
13:

00
（
開
場
）
〜

場
所:

青
山
学
院
大
学
17
号
館 

10
階
デ
ィ
ス　

　
　
　
　

カ
ッ
シ
ョ
ン
ル
ー
ム

テ
ー
マ:

１
「
裁
判
員
経
験
者
と
し
て
考
え
る

　
　
　

司
法
へ
の
市
民
参
加
」 

高
橋
博
信
さ
ん

　
　
　

２
出
版
原
稿
の
進
捗
と
編
集
方
針
の
確

　
　
　

認　

３
今
年
の
総
括
と
、
来
年
の
例
会

　
　
　

予
定
日
及
び
話
題
提
供
者
（
部
分
的
に

　
　
　

ス
カ
イ
プ
使
用
）

●
陪
審
裁
判
を
考
え
る
会
９
月
例
会

日
時:

９
月
28
日
（
土
）
13:

00
（
開
場
）
〜

場
所:

青
山
学
院
大
学
15
号
館
12
階
の
エ
キ
ュ

　
　
　
　

ゼ
キ
ュ
ー
テ
ィ
ブ
（
Ｅ
）・
ミ
ー
テ
ィ

　
　
　
　

ン
グ
・
ル
ー
ム

テ
ー
マ:

１
「
市
民
参
加
と
官
僚
制
＝
＝
対
抗

　
　
　

と
連
携
」
新
倉
修
代
表　

２
「
出
版
の

　
　
　

進
捗
状
況
と
今
後
の
予
定
」
荻
原
弘
和

　
　
　

さ
ん
（
日
本
評
論
社
）

●
陪
審
裁
判
を
考
え
る
会
12
月
例
会

日
時:

12
月
21
日
（
土
）
13:

00
（
開
場
）
〜

場
所:

青
山
学
院
大
学
15
号
館
12
階
の
Ｅ
・
ミ
ー

　
　
　
　

テ
ィ
ン
グ
・
ル
ー
ム

テ
ー
マ:

１
「
出
版
の
現
状
報
告
と
今
後
の
予

　
　
　

定
」
荻
原
弘
和
さ
ん
（
日
本
評
論
社
）

　
　
　

２
「
裁
判
へ
の
信
頼
と
国
民
（
市
民
）

　
　
　

の
司
法
参
加
」
新
倉
修
代
表

２
０
２
０
年

●
陪
審
裁
判
を
考
え
る
会
３
月
例
会

日
時:

３
月
28
日
（
土
）
13:

00
〜

　
　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
流
行
の
た
め
中
止

●
陪
審
裁
判
を
考
え
る
会
７
月
例
会

日
時:

７
月
25
日
（
土
）
13:

00
（
開
場
）
〜

場
所:

日
本
評
論
社
の
ウ
エ
ブ
会
議
室
借
用

テ
ー
マ:

１ 

上
口
達
夫
氏
へ
の
黙
と
う

け
る
検
討
会
の
よ
う
な
場
を
設
け
、
市
民
を
交

え
た
検
討
を
始
め
る
の
も
、
市
民
参
加
の
一
つ

の
形
態
で
あ
る
。

　

司
法
へ
の
市
民
参
加
制
度
の
議
論
が
、
行
政

へ
の
市
民
参
加
制
度
論
を
も
喚
起
す
る
こ
と

は
、
容
易
に
推
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

現
在
停
止
さ
れ
て
い
る
陪
審
法
を
、
裁
判
員

制
度
の
体
験
を
踏
ま
え
た
上
で
、
現
在
の
日
本

社
会
に
適
合
す
る
よ
う
に
改
正
し
、
復
活
さ
せ

る
こ
と
が
き
わ
め
て
重
要
だ
と
考
え
て
い
る
。 

　
　
　

２『
民
事
陪
審
裁
判
が
日
本
を
変
え
る
』

　
　
　

刊
行
後
の
状
況
に
つ
い
て　

３
同
書
の

　
　
　

使
い
方
に
つ
い
て　

４
そ
の
他

＊
裁
判
員
経
験
者
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
、
裁
判
員
ラ

　

ウ
ン
ジ
、
裁
判
員
ネ
ッ
ト
、
裁
判
員
Ａ
Ｃ
Ｔ
、

　

イ
ン
カ
フ
ェ
九
州
な
ど
、
市
民
の
司
法
参
加

　

に
つ
い
て
考
え
る
市
民
団
体
と
陪
審
裁
判
を

　

考
え
る
会
で
全
体
会
合
を
年
一
回
程
度
で
も

　

開
催
で
き
な
い
か
（
高
橋
博
信
さ
ん
）

●
陪
審
裁
判
を
考
え
る
会
９
月
例
会

日
時:

９
月
５
日
（
土
）
13:

00
（
開
場
）
〜

場
所:

日
本
評
論
社
の
ウ
エ
ブ
会
議
室
借
用

テ
ー
マ:

１
模
擬
陪
審
用
の
よ
り
理
解
し
や
す

　
　
　

い
も
の
を
検
討　

２
福
来
案
は
将
来
案

　
　
　

と
し
て
位
置
付
け　

３
荻
原
弘
和
さ
ん

　
　
　
（
日
本
評
論
社
）
主
導
で
Ｓ
Ｎ
Ｓ
利
用

●
陪
審
裁
判
を
考
え
る
会
11
月
例
会

日
時:

11
月
７
日
（
土
）
14:

00
（
開
場
）
〜

場
所:

日
本
評
論
社
の
ウ
エ
ブ
会
議
室
借
用

テ
ー
マ:

１
「
民
事
陪
審
制
度
採
用
の
た
め
の
実

　
　
　
務
的
課
題
」
眞
田
範
行
さ
ん
（
弁
護
士
）

　
　
　

２
模
擬
陪
審
用
脚
本
に
つ
い
て
の
意
見

　
　
　

交
換　

３
「
司
法
へ
の
市
民
参
加
バ
ー

　
　
　

チ
ャ
ル
会
議
室
」
設
置
の
検
討
報
告　

　
　
　

荻
原
弘
和
さ
ん
（
日
本
評
論
社
）　　

　
　
　

４
市
民
向
け
オ
ン
ラ
イ
ン
勉
強
会
に
つ

　
　
　

い
て

２
０
１
９
年

●
陪
審
裁
判
を
考
え
る
会
３
月
例
会

日
時:

３
月
30
日
（
土
）
13:

00
（
開
場
）
〜

場
所:

青
山
学
院
大
学
17
号
館 

10
階
デ
ィ
ス　

　
　
　
　

カ
ッ
シ
ョ
ン
ル
ー
ム 

テ
ー
マ:

１
出
版
の
現
状
と
本
の
タ
イ
ト
ル
変

　
　
　

更
他　

飯
考
行
さ
ん(

専
修
大
学)　

　
　
　

２
出
版
上
の
問
題
と
対
策
及
び
目
標
設

　
　
　

定　

荻
原
弘
和
さ
ん
（
日
本
評
論
社
）

●
陪
審
裁
判
を
考
え
る
会
７
月
例
会

日
時:
７
月
６
日
（
土
）
13:

00
（
開
場
）
〜

場
所:
青
山
学
院
大
学
17
号
館 

10
階
デ
ィ
ス　

　
　
　
　

カ
ッ
シ
ョ
ン
ル
ー
ム 

テ
ー
マ:

１
「
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
に
導
入
さ
れ
た

　
　
　

陪
審
制
度
に
つ
い
て
」
福
来
寛
さ
ん

　
　
　
（
Ｕ
Ｃ
サ
ン
タ
ク
ル
ズ
校
）　

２
出
版
の

　
　
　

現
状
と
今
後
の
予
定
に
つ
い
て 

飯
考

　
　
　

行
さ
ん
（
専
修
大
学
）　

３
夏
合
宿
に

　
　
　

つ
い
て　

４
会
の
代
表
に
つ
い
て

●
陪
審
裁
判
を
考
え
る
会
夏
合
宿

日
時:

８
月
11
日
（
日
）
〜
12
日
（
月
・
祝
）

場
所:

ハ
タ
ゴ
イ
ン
福
島
広
野

テ
ー
マ:

「
陪
審
裁
判
を
考
え
る
会
」
が
出
版

　
　
　

す
る
「
民
事
・
行
政
裁
判
へ
の
市
民
参

　
　
　

加
」
関
係
に
関
す
る
編
集
会
議
、　

最

　
　
　

終
報
告
及
び
確
認
並
び
に
対
策
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戦
後
ア
メ
リ
カ
統
治
下
の
沖
縄
で
行
わ
れ
た

陪
審
制
度
で
は
、
陪
審
候
補
者
の
要
件
が
21
歳

以
上
、
沖
縄
に
３
か
月
以
上
住
み
、
英
語
が

理
解
で
き
る
者
で
、
国
籍
や
性
別
は
問
わ
れ
な

か
っ
た
。
本
稿
で
は
沖
縄
陪
審
制
度
導
入
の
契

機
に
着
目
し
、
導
入
に
際
し
て
米
国
民
政
府
内

部
お
よ
び
ワ
シ
ン
ト
ン
の
陸
軍
当
局
と
交
わ
さ

れ
た
議
論
を
読
み
解
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
な
ぜ

陪
審
員
に
ア
メ
リ
カ
国
籍
を
要
件
と
し
な
か
っ

た
の
か
に
つ
い
て
考
え
た
い
。

　

沖
縄
陪
審
制
度
設
立
の
契
機
に
つ
い
て
は
、

二
つ
の
定
説
が
あ
る
。
一
つ
目
は
、
１
９
６
０

年
連
邦
最
高
裁
判
所
で
、
国
外
に
あ
る
ア
メ
リ

カ
市
民
も
合
衆
国
憲
法
の
保
障
す
る
「
陪
審
裁

判
を
受
け
る
権
利
」
を
奪
わ
れ
て
は
な
ら
な
い

と
す
る
判
決
が
下
り
、
こ
の
判
例
に
従
う
形
で

導
入
さ
れ
た
と
さ
れ
る
。
二
つ
目
は
、
日
系
二

世
の
ベ
ネ
ッ
ト
・
Ｋ
・
イ
ケ
ダ(Bennet Ken 

Ikeda)

が
連
邦
裁
判
所
へ
人
身
保
護
令
状
を
請

求
し
た
こ
と
が
き
っ
か
け
と
さ
れ
る
（
イ
ケ
ダ

事
件
）。

　

定
説
の
一
つ
目
、
１
９
６
０
年
の
キ
ン
セ
ラ

対
シ
ン
グ
ル
ト
ン
判
決
を
き
っ
か
け
に
、
沖
縄

で
陪
審
制
度
設
立
に
関
す
る
検
討
が
始
ま
っ

た
。
米
国
民
政
府
内
で
は
司
法
局
と
法
制
法
務

局
を
軸
と
し
て
議
論
が
重
ね
ら
れ
た
が
、
こ
の

間
、
陪
審
員
の
国
籍
が
問
題
に
な
る
こ
と
は
な

か
っ
た
。
司
法
局
は
主
に
被
告
人
の
権
利
の
観

点
か
ら
陪
審
制
度
導
入
に
賛
成
し
、
法
制
法
務

局
はU

SCAR

裁
判
所
の
管
轄
権
と
合
衆
国
憲

法
と
の
整
合
性
の
問
題
か
ら
慎
重
な
姿
勢
を
示

し
、
高
等
弁
務
官
キ
ャ
ラ
ウ
ェ
イ
は
琉
球
人
も

関
与
し
得
る
裁
判
で
は
多
く
の
問
題
が
あ
り
現

実
的
に
不
可
能
だ
と
し
て
反
対
し
て
い
た
。

　

議
論
は
平
行
線
を
た
ど
っ
た
ま
ま
約
２
年

が
過
ぎ
た
頃
、
定
説
の
二
つ
目
で
あ
る
イ
ケ

ダ
事
件
が
起
き
た
。
ベ
ネ
ッ
ト
・
イ
ケ
ダ
が

１
９
６
２
年
10
月
19
日
に
ワ
シ
ン
ト
ン
連
邦
地

方
裁
判
所
へ
人
身
保
護
令
状
を
提
出
し
た
こ
と

に
よ
り
、
陪
審
制
度
設
立
に
向
け
た
動
き
が
加

速
す
る
。
陪
審
制
度
に
断
固
と
し
て
反
対
し
て

い
た
キ
ャ
ラ
ウ
ェ
イ
を
説
き
伏
せ
た
の
は
、
陸

軍
当
局
で
あ
っ
た
。
陸
軍
副
次
官
ハ
ウ
ゲ
ル
ト

は「
イ
ケ
ダ
事
件
の
上
訴
が
審
理
さ
れ
る
前
に
、

琉
球
へ
大
陪
審
と
小
陪
審
を
導
入
せ
よ
」
と
促

し
た
。
１
９
６
３
年
１
月
14
日
に
は
、
陸
軍
参

謀
総
長
ホ
イ
ー
ラ
ー
が
キ
ャ
ラ
ウ
ェ
イ
に
対
し

「
イ
ケ
ダ
問
題
が
上
訴
審
で
争
わ
れ
れ
ば
米
国

民
政
府
裁
判
所
の
機
能
が
停
止
し
、
司
法
の
空

白
を
招
く
。イ
ケ
ダ
に
上
訴
を
取
り
下
げ
さ
せ
、

速
や
か
に
陪
審
制
度
を
置
く
べ
き
で
あ
る
」
と

説
得
の
手
紙
を
送
っ
た
。
し
か
し
キ
ャ
ラ
ウ
ェ

イ
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
理
由
を
付
け
て
導
入
を
拒

ん
だ
。

　

陪
審
員
の
国
籍
要
件
に
初
め
て
言
及
が
あ
っ

た
の
は
、
１
９
６
３
年
１
月
29
日
、
陸
軍
法
律

顧
問
室
か
ら
の
文
書
で
あ
る
。
キ
ャ
ラ
ウ
ェ
イ

が
提
出
し
た
１
９
６
２
年
12
月
８
日
の
報
告
書

に
対
す
る
返
信
に
お
い
て
、
琉
球
で
実
施
さ
れ

る
陪
審
裁
判
の
「
陪
審
員
は
、
ア
メ
リ
カ
市
民

で
あ
る
必
要
は
な
い
」
と
言
明
し
た
。
こ
れ
は

U
SCAR

裁
判
所
に
一
刻
も
早
く
陪
審
制
度
を

設
立
さ
せ
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
お
り
、
キ
ャ

ラ
ウ
ェ
イ
を
説
得
す
る
た
め
の
半
ば
強
引
な
解

釈
で
あ
っ
た
。
こ
の
時
点
ま
で
陪
審
員
の
国
籍

要
件
は
全
く
議
論
の
対
象
で
は
な
か
っ
た
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
突
然
示
さ
れ
た
陸
軍
当
局
の
提

言
に
よ
り
、
陪
審
員
に
国
籍
を
問
わ
な
い
制
度

が
成
立
し
た
の
で
あ
る
。

　

キ
ャ
ラ
ウ
ェ
イ
は
、
未
熟
な
琉
球
人
に
は
ア

メ
リ
カ
の
積
極
的
な
関
与
が
不
可
欠
だ
と
し

て
、
そ
れ
ま
で
の
間
接
統
治
か
ら
住
民
を
厳
重

に
統
治
す
る
「
直
接
政
治
」
に
切
り
替
え
る
政

策
を
打
ち
出
し
て
い
た
。
定
着
し
つ
つ
あ
っ
た

沖
縄
人
の
自
治
権
が
後
退
す
る
な
ど
、
彼
の
強

権
政
治
は
「
キ
ャ
ラ
ウ
ェ
イ
旋
風
」
と
呼
ば
れ

る
。
興
味
深
い
の
は
、有
名
な
「
自
治
権
神
話
」

演
説
が
１
９
６
３
年
３
月
８
日
、
改
正
布
令
発

布
の
３
日
前
に
行
わ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
キ
ャ

ラ
ウ
ェ
イ
は
、
琉
球
人
が
参
加
す
る
よ
う
な
陪

審
制
度
を
創
設
す
る
の
は
自
治
権
と
同
じ
よ
う

に
無
謀
で
あ
る
と
考
え
、
制
度
導
入
に
は
決
し

て
納
得
し
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
こ
と
が
窺
え

る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
沖
縄
で
陪
審
員
の
要
件
に

国
籍
を
問
わ
な
か
っ
た
の
は
、
陪
審
制
度
を
導

入
さ
せ
る
た
め
の
陸
軍
当
局
に
よ
る
計
策
が
要

因
で
あ
っ
た
。
陪
審
制
度
に
強
く
反
対
し
続
け

る
キ
ャ
ラ
ウ
ェ
イ
に
対
し
、
陸
軍
当
局
は
、「
憲

法
で
は
ア
メ
リ
カ
国
籍
を
要
求
し
て
い
な
い
」

と
し
て
キ
ャ
ラ
ウ
ェ
イ
の
主
張
を
退
け
た
。
彼

を
説
き
伏
せ
る
た
め
に
持
ち
出
さ
れ
た
理
論
に

よ
っ
て
、
多
国
籍
な
陪
審
員
か
ら
成
る
陪
審
制

度
が
１
９
６
０
年
代
の
沖
縄
に
誕
生
し
た
の
で

あ
る
。

※
本
稿
は
、
拙
稿
（
石
田
美
香
「
国
籍
不
問

の
陪
審
制
度―

ア
メ
リ
カ
統
治
下
の
沖
縄
で

成
立
し
た
要
因―

」『
ア
メ
リ
カ
史
研
究
』
日

本
ア
メ
リ
カ
史
学
会
、
第
41
号
、pp.52-68, 

2018

）
の
一
部
抜
粋
で
あ
る
。

国
籍
不
問
の
陪
審
制
度
が
ア
メ
リ
カ
統
治
下
の

沖
縄
で
成
立
し
た
要
因
に
つ
い
て

玉　
井　

  

美　
香　
　
陪
審
裁
判
を
考
え
る
会
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ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
と
沖
縄
の
教
訓
を
踏
ま
え
、

民
事
陪
審
制
度
の
日
本
の
導
入
に
向
け
て

福　
来　

 

寛　
　
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
大
サ
ン
タ
ク
ル
ズ
校

　
「
民
事
陪
審
が
日
本
を
変
え
る
ー
沖
縄
に
民

事
陪
審
裁
判
が
あ
っ
た
時
代
か
ら
の
考
察
」
が

日
本
評
論
社
か
ら
２
０
２
０
年
３
月
に
出
版
さ

れ
た
。陪
審
裁
判
を
考
え
る
会
の
合
宿
や
例
会
、

さ
ら
に
は
日
本
評
論
社
の
方
々
の
多
く
の
サ

ポ
ー
ト
の
元
、長
年
の
出
版
の
夢
が
か
な
っ
た
。

　

具
体
的
な
出
版
計
画
に
つ
い
て
話
し
合
っ
た

の
は
、
２
０
１
６
年
12
月
に
ハ
ワ
イ
州
最
高
裁

判
事
サ
ブ
リ
ナ
・
マ
ッ
ケ
ン
ナ
氏
を
招
い
た
琉

球
大
学
で
の
合
宿
が
最
初
で
あ
っ
た
。
横
浜
生

ま
れ
の
マ
ッ
ケ
ナ
判
事
は
、
同
性
愛
者
で
あ
る

こ
と
を
公
的
に
認
め
た
最
高
裁
判
事
と
し
て
知

ら
れ
、
同
性
愛
者
の
権
利
や
人
権
に
つ
い
て
長

年
世
界
各
地
で
公
演
し
て
き
た
。
同
時
期
に
沖

縄
の
講
演
に
も
招
待
さ
れ
、
四
宮
啓
弁
護
士
の

紹
介
を
経
て
、
琉
球
大
学
で
行
わ
れ
た
陪
審
裁

判
を
考
え
る
会
の
合
宿
と
そ
の
後
の
親
睦
会
に

出
席
し
て
く
れ
た
。

　

米
兵
の
父
と
日
本
人
の
母
の
も
と
に
日
本
で

生
ま
れ
、
横
浜
米
軍
基
地
内
の
高
校
を
卒
業
後

ハ
ワ
イ
に
渡
り
、
ハ
ワ
イ
大
で
学
士
号
、
ハ

ワ
イ
大
ロ
ー
ス
ク
ー
ル
でJD

（
法
学
博
士
号
）

を
取
得
、
同
ロ
ー
ス
ク
ー
ル
の
助
教
授
、
弁
護

士
・
地
方
判
事
を
経
て
、
２
０
１
１
年
か
ら
ハ

ワ
イ
州
最
高
裁
判
所
の
判
事
を
勤
め
て
い
る
。

そ
の
後
「
民
事
陪
審
が
日
本
を
変
え
る
」
の

フ
ォ
ア
ワ
ー
ド
（
序
文
）
の
寄
稿
を
承
諾
し
て

い
た
だ
い
た
が
、
し
ば
ら
く
し
て
最
高
裁
判
事

と
し
て
の
立
場
か
ら
辞
退
さ
れ
た
経
緯
が
あ
っ

た
。
米
軍
占
領
下
の
沖
縄
で
行
わ
れ
た
陪
審
裁

判
や
、
積
極
的
な
女
性
の
陪
審
参
加
の
歴
史
に

大
き
な
関
心
と
興
味
を
示
し
た
。
彼
女
は
ハ
ワ

イ
州
の
刑
事
・
民
事
陪
審
裁
判
の
現
状
に
つ
い

て
も
言
及
し
、
他
の
州
と
比
べ
て
一
般
市
民
の

司
法
参
加
が
少
な
い
の
で
な
い
か
と
述
べ
て
い

た
。

　

ハ
ワ
イ
に
限
ら
ず
、
刑
事
・
民
事
陪
審
裁
判

は
１
９
７
０
年
以
降
、
米
国
全
土
で
減
少
傾
向

の
一
途
に
あ
る
。
近
年
で
は
刑
事
事
件
の
殆
ど

が
司
法
取
引
で
処
理
さ
れ
、
州
に
よ
っ
て
は
全

刑
事
事
件
の
僅
か
１
％
程
度
が
陪
審
裁
判
で
審

理
さ
れ
る
と
こ
ろ
も
あ
る
。

　

市
民
司
法
参
加
の
著
し
い
減
少
は
米
国
だ
け

に
限
ら
ず
、
英
国
や
カ
ナ
ダ
な
ど
で
も
同
様
で

あ
る
。
例
え
ば
英
国
は
４
つ
の
独
立
し
た
自
治

権
の
小
国
か
ら
構
成
さ
れ
る
が
、
そ
の
一
つ
の

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
は
事
実
上
、
民
事
陪
審
裁
判
を

近
年
廃
止
、刑
事
陪
審
裁
判
も
減
少
し
て
い
る
。

他
の
西
欧
諸
国
で
も
市
民
司
法
参
加
の
機
会
が

激
減
し
て
い
る
傾
向
に
あ
る
。

　

そ
の
反
面
、
20
世
紀
後
半
に
な
っ
て
、
米
欧

諸
国
以
外
の
国
で
陪
審
裁
判
導
入
が
活
発
に
議

論
さ
れ
て
き
た
。
ア
ジ
ア
で
は
日
本
や
韓
国
、

さ
ら
に
は
中
国
や
台
湾
、
お
い
て
は
南
米
の

ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
や
チ
リ
、
さ
ら
に
ア
フ
リ
カ
の

ガ
ー
ナ
や
南
ア
フ
リ
カ
共
和
国
等
が
そ
う
で
あ

る
。
韓
国
は
２
０
０
８
年
に
刑
事
陪
審
制
度
を

導
入
、
台
湾
で
も
米
国
や
韓
国
型
の
陪
審
裁
判

か
、
日
本
型
の
裁
判
官
と
一
般
市
民
が
協
議
す

る
参
審
制
度
の
導
入
が
今
な
お
積
極
的
に
市
民

や
法
律
専
門
家
の
間
で
議
論
さ
れ
て
い
る
。

　

２
０
０
９
年
に
刑
事
事
件
で
参
審
制
を
導
入

し
た
日
本
で
も
現
在
、刑
事
事
件
以
外
の
民
事
・

行
政
訴
訟
に
お
い
て
の
市
民
の
司
法
参
加
に
つ

い
て
、
司
法
専
門
家
や
陪
審
裁
判
を
考
え
る
会

を
含
む
市
民
団
体
が
活
発
な
議
論
を
始
め
た
こ

と
は
喜
ば
し
い
。

　

そ
の
最
中
に
２
０
２
０
年
に
南
米
の
ア
ル
ゼ

ン
チ
ン
が
民
事
訴
訟
に
お
い
て
、
陪
審
導
入
を

決
定
し
た
ニ
ュ
ー
ス
が
飛
び
込
ん
で
き
た
。
米

国
ト
ラ
ン
プ
政
権
や
ブ
ラ
ジ
ル
・
ボ
ル
サ
ナ
ー

ロ
政
権
に
象
徴
さ
れ
る
右
翼
化
社
会
政
治
の
傾

向
が
顕
著
に
見
ら
れ
る
現
代
社
会
に
お
い
て
、

司
法
の
民
主
主
義
の
新
し
い
風
が
吹
き
始
め
た

の
で
あ
る
。
こ
の
レ
ポ
ー
ト
で
、
民
事
や
行
政

の
争
い
ご
と
に
、
市
民
の
直
接
司
法
参
加
の
意

義
と
重
要
性
に
つ
い
て
改
め
て
考
え
て
み
た

い
。ア

ル
ゼ
ン
チ
ン
司
法
制
度
の

民
主
化
へ
の
実
験
と
実
践

　

最
初
に
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
が
２
０
２
０
年
に
民

事
陪
審
制
度
を
導
入
し
た
背
景
に
つ
い
て
述

べ
て
み
た
い
。
現
在
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
は
23
の
県

（provincia

）
と
首
都
ブ
エ
ノ
ス
ア
イ
レ
ス
の

自
治
区
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
。
チ
ャ
コ
県

（Chaco

）
議
会
が
２
０
２
０
年
12
月
、
世
界

で
初
め
て
と
も
言
っ
て
い
い
近
代
的
・
民
事
陪

審
制
度
導
入
を
決
定
し
た
。

　

ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
は
１
８
１
６
年
に
ス
ペ
イ
ン

に
対
し
独
立
を
宣
言
、
１
８
５
３
年
に
新
憲
法

を
制
定
、
３
つ
の
条
項
で
、
市
民
が
陪
審
裁

判
を
受
け
る
権
利
を
認
め
た
。
し
か
し
な
が
ら

19
世
紀
に
ス
ペ
イ
ン
支
配
か
ら
独
立
し
た
近
隣

の
南
米
国
家
と
同
様
に
、
陪
審
裁
判
を
受
け
る

権
利
を
そ
れ
ぞ
れ
の
新
憲
法
で
明
記
し
な
が
ら

も
、
実
質
的
な
導
入
は
な
さ
れ
な
か
っ
た
。
陪



(     )10

審
制
度
を
導
入
し
た
国
で
も
市
民
参
加
を
、
男

性
や
高
所
得
者
等
の
い
わ
ゆ
る「
社
会
的
強
者
」

の
み
に
限
定
化
し
た
形
で
導
入
し
た
。

　

メ
キ
シ
コ
で
は
奴
隷
出
身
で
あ
り
な
が
ら
歴

代
二
人
目
の
大
統
領
と
な
っ
た
ビ
ン
セ
ン
ト
・

ゲ
レ
ラ
（Vincent G

uerrero

）
が
１
８
２
９

年
に
新
憲
法
で
陪
審
制
度
を
保
証
し
、
同
時
に

奴
隷
制
度
も
廃
止
し
た
。
そ
の
後
１
８
６
０
年

代
に
陪
審
裁
判
は
廃
止
に
追
い
や
ら
れ
る
が
、

先
住
民
で
初
め
て
メ
キ
シ
コ
大
統
領
と
な
っ

た
ベ
ニ
ー
ト
・
フ
ア
レ
ズ
（Benito Juarez
）

が
メ
キ
シ
コ
シ
テ
ィ
ー
自
治
区
で
の
陪
審
裁
判

を
認
め
、
１
９
２
８
年
に
廃
止
さ
れ
る
ま
で
、

刑
事
陪
審
裁
判
が
続
け
ら
れ
た
。

　

先
住
民
や
元
奴
隷
な
ど
差
別
さ
れ
て
き
た
人

た
ち
の
代
表
者
が
大
統
領
と
な
り
、
民
主
主
義

の
象
徴
で
も
あ
る
陪
審
裁
判
を
導
入
・
擁
護
し

て
き
た
こ
と
は
、
世
界
的
に
も
注
目
に
値
す
る

歴
史
的
事
実
で
あ
る
。

　

前
述
の
よ
う
に
メ
キ
シ
コ
以
外
の
中
南
米
国

家
の
多
く
は
、
憲
法
で
定
め
た
陪
審
制
度
導

入
に
長
年
難
色
を
示
し
て
き
た
。
そ
れ
を
根

底
か
ら
覆
し
た
の
が
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
で
あ
る
。

２
０
０
４
年
に
コ
ル
ド
バ
県
（Cordoba

）
が

最
初
に
参
審
制
度
を
刑
事
事
件
で
導
入
、
そ
の

後
２
０
１
５
年
に
参
審
制
か
ら
陪
審
制
に
移
行

す
る
。
さ
ら
に
２
０
１
１
年
に
ブ
エ
ノ
ス
ア
イ

レ
ス
自
治
区
が
男
女
平
等
の
ク
オ
ー
タ
制
を
組

み
入
れ
た
刑
事
陪
審
制
度
を
導
入
し
た
。
つ
ま

り
12
名
の
陪
審
員
は
、
選
挙
名
簿
か
ら
無
作
為

に
抽
出
さ
れ
た
男
女
そ
れ
ぞ
れ
６
名
か
ら
構
成

さ
れ
る
と
規
定
し
た
の
で
あ
る
。

　

２
０
１
５
年
に
は
ネ
ク
エ
ン
県

（N
euquén

）
が
刑
事
陪
審
制
度
を
導
入
し
、

被
告
人
が
先
住
民
の
裁
判
で
は
、
男
女
平
等
の

陪
審
構
成
規
約
の
他
に
、
先
住
民
と
非
先
住
民

の
同
等
比
率
を
課
し
た
ク
オ
ー
タ
性
も
導
入
し

た
。
こ
の
陪
審
制
度
は
、
い
わ
ゆ
る
先
住
民
陪

審
（Jurado Indigena

）
と
も
言
わ
れ
、
先

住
民
の
権
利
や
人
権
を
守
る
司
法
制
度
と
し
て

導
入
さ
れ
た
。
陪
審
構
成
で
の
ク
オ
ー
タ
性
導

入
の
目
的
は
、
女
性
・
少
数
民
族
を
含
む
「
社

会
的
弱
者
」
へ
の
社
会
差
別
を
是
正
・
克
服
し
、

さ
ら
に
は
彼
ら
の
積
極
的
な
司
法
参
加
を
促
す

制
度
と
し
て
導
入
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　

最
初
の
先
住
民
陪
審
裁
判
は
２
０
１
７
年
ネ

ク
エ
ン
県
で
行
わ
れ
た
。
先
住
民
マ
プ
ー
チ
ェ

族
（M

apuche

）
の
女
性
リ
ー
ダ
ー
と
他
メ

ン
バ
ー
２
名
が
、
殺
人
未
遂
で
起
訴
さ
れ
陪
審

裁
判
に
か
け
ら
れ
た
。
彼
ら
は
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン

と
米
国
テ
キ
サ
ス
の
合
同
鉱
業
会
社
が
推
進
す

る
掘
削
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
阻
止
し
よ
う
と
、
鉱

業
会
社
員
に
投
石
し
怪
我
を
負
わ
せ
た
の
で
あ

る
。

　

10
月
末
に
始
ま
っ
た
刑
事
陪
審
裁
は
、
ア
ル

ゼ
ン
チ
ン
の
マ
ス
コ
ミ
に
よ
っ
て
大
々
的
に
報

道
さ
れ
た
。
一
週
間
後
、
６
人
の
先
住
民
と
非

先
住
民
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
構
成
さ
れ
た
陪
審
は

３
人
の
被
告
人
に
対
し
、
無
罪
の
評
決
を
下
し

た
。
陪
審
裁
判
で
は
、
多
く
の
先
住
民
の
証
人

に
よ
っ
て
、
こ
れ
ま
で
開
発
を
阻
止
し
よ
う

と
し
た
マ
プ
ー
チ
ェ
族
活
動
家
や
環
境
保
護
運

動
家
が
、
長
年
に
渡
っ
て
検
察
当
局
に
よ
っ
て

逮
捕
さ
れ
裁
判
官
裁
判
で
有
罪
判
決
を
受
け
、

１
０
０
人
以
上
が
刑
務
所
に
送
ら
れ
て
い
た
事

実
が
判
明
し
た
。

　

女
性
や
先
住
民
の
司
法
参
加
を
積
極
的
に

促
す
刑
事
陪
審
制
度
は
、
５
０
０
年
に
渡
る

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
移
住
者
に
よ
る
先
住
民
虐
殺
や

男
性
特
権
主
義
の
長
い
歴
史
や
差
別
政
策
を

超
え
る
司
法
制
度
と
な
っ
た
。
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン

の
市
民
団
体
や
環
境
保
全
団
体
の
支
援
が
「
社

会
的
弱
者
」
に
優
し
い
斬
新
な
陪
審
制
度
の

導
入
を
可
能
に
し
た
。
中
で
も
、
刑
事
社
会

科
学
比
較
研
究
所
（Instituto de Estudios 

C
om
parados en C

iencias Penales y 
Sociales, IN

ECIP

）
が
導
入
に
向
け
て
大
き

な
力
と
な
っ
た
。

　

ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
は
１
９
７
６
年
か
ら

１
９
８
３
年
ま
で
軍
事
独
裁
政
権
が
続
き
、
民

主
主
義
制
度
を
主
張
す
る
数
万
人
の
市
民
活

動
家
、
学
生
、
労
働
組
合
・
政
治
団
体
さ
ら

に
は
先
住
民
団
体
の
メ
ン
バ
ー
が
逮
捕
、
秘

密
で
非
公
開
の
裁
判
に
か
け
ら
れ
、
密
か
に
拷

問
・
処
刑
さ
れ
て
き
た
暗
い
歴
史
が
続
い
た
。

IN
ECIP

は
、
こ
れ
ら
の
時
代
を
目
撃
・
体
験

し
て
き
た
市
民
や
弁
護
士
、
政
治
活
動
家
に

よ
っ
て
１
９
８
９
年
に
設
立
さ
れ
た
。
す
で
に

創
立
後
30
年
を
超
え
る
歴
史
を
持
つ
。
こ
の
短

期
間
に
、IN

ECIP

は
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
の
民
主

的
な
司
法
制
度
を
確
実
に
育
み
、
チ
リ
を
始
め

と
す
る
南
米
諸
国
の
司
法
制
度
の
民
主
化
に
も

貢
献
し
て
き
た
。

　

こ
の
よ
う
な
歴
史
は
「
陪
審
裁
判
を
考
え
る

会
」
の
１
９
８
２
年
の
創
設
と
そ
の
軌
跡
に
似

て
い
る
も
の
が
あ
る
。
冤
罪
を
な
く
そ
う
と

し
て
立
ち
上
が
っ
た
弁
護
士
や
、
冤
罪
被
害
者

や
そ
の
家
族
、
そ
し
て
彼
ら
を
支
援
し
て
き

た
マ
ス
コ
ミ
報
道
者
や
市
民
団
体
な
ど
が
「
考

え
る
会
」
の
設
立
に
貢
献
し
、
勉
強
会
や
運
営

の
中
核
を
担
っ
て
き
た
。
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
の

IN
ECIP

が
決
断
し
た
よ
う
に
、
司
法
制
度
の

民
主
化
を
推
進
す
る
た
め
に
は
、
陪
審
裁
判
導

入
が
不
可
欠
で
あ
る
と
い
う
認
識
が
活
動
の
根

底
に
あ
っ
た
。

　

冤
罪
事
件
を
多
く
扱
っ
た
故
・
後
藤
昌
次
郎

弁
護
士
は
、
冤
罪
を
な
く
す
た
め
に
は
、
何
が

な
く
と
も
一
般
市
民
が
審
理
す
る
陪
審
裁
判
の

導
入
が
不
可
欠
で
あ
る
と
、
一
貫
し
て
陪
審
裁

判
の
導
入
を
訴
え
て
き
た
。
自
称
「
原
人
」
の

後
藤
弁
護
士
の
共
著
「
誤
っ
た
裁
判
・
８
つ
の

刑
事
事
件
」(

上
田
誠
吉
共
著
、
岩
波
新
書
、

１
９
６
０
年)

を
読
ま
れ
た
方
も
多
く
い
る
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

そ
の
よ
う
な
思
い
は
、
さ
ら
に
実
際
に
陪
審
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員
と
し
て
１
９
６
４
年
に
４
人
の
若
い
沖
縄
の

青
年
が
泥
酔
し
た
米
兵
の
殺
人
事
件
で
起
訴
さ

れ
陪
審
裁
判
を
受
け
た
と
き
に
、
陪
審
員
と
し

て
選
任
さ
れ
た
伊
佐
千
尋
氏
も
長
年
言
わ
れ
て

き
た
こ
と
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
長
い
歴
史
を
持
つ
陪
審
裁
判
を

考
え
る
会
が
、「
民
事
陪
審
が
日
本
を
変
え
る
」

の
出
版
に
伴
い
、
民
事
・
行
政
訴
訟
で
の
陪
審

裁
判
導
入
の
た
め
の
運
動
を
始
め
た
の
は
、
と

て
も
喜
ば
し
い
こ
と
だ
と
思
う
。
以
下
に
そ
の

重
要
性
に
つ
い
て
、
近
年
加
速
す
る
グ
ロ
ー
バ

リ
ズ
ム
の
視
点
か
ら
、
２
つ
の
例
を
挙
げ
て
、

も
う
一
度
考
え
て
み
た
い
。

グ
ロ
ー
バ
リ
ズ
ム
化
す
る
世

界
に
お
け
る
民
事
陪
審
裁
判

導
入
の
重
要
性

　

民
事
・
行
政
訴
訟
で
陪
審
裁
判
に
よ
る
一
般

人
の
直
接
的
司
法
参
加
は
、
こ
れ
か
ら
グ
ロ
ー

バ
ル
化
す
る
社
会
経
済
に
お
い
て
、
人
々
の
生

活
を
守
る
司
法
制
度
と
し
て
、
大
切
な
役
割
を

担
う
こ
と
に
な
る
と
考
え
る
。
１
９
７
０
年
代

か
ら
本
格
的
に
始
ま
っ
た
国
際
資
本
の
グ
ロ
ー

バ
リ
ズ
ム
は
、
欧
米
の
政
治
大
国
や
国
際
企
業

が
国
家
主
権
を
侵
食
す
る
機
会
を
作
っ
た
。
日

本
で
は
近
年
の
「
種
子
法
廃
止
」
や
水
道
「
民

営
化
法
」
の
法
律
が
通
り
、
大
国
の
国
際
企
業

が
日
本
に
進
出
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　

例
え
ば
日
本
政
府
は
２
０
１
８
年
に
種
子
法

廃
止
を
決
定
、
そ
れ
ま
で
農
業
試
験
場
や
農
家

が
保
存
し
て
い
た
主
要
種
子
を
使
え
な
い
可
能

性
を
起
こ
し
た
。
こ
れ
は
遺
伝
子
組
換
え
作
物

（
Ｇ
Ｍ
Ｏ
）が
日
本
の
穀
物
を「
汚
染
」す
る
と
、

汚
染
さ
れ
た
作
物
の
所
有
権
が
国
際
法
（
特
に

世
界
貿
易
機
関
）
に
よ
っ
て
遺
伝
子
組
み
換
え

特
許
技
術
を
有
す
る
外
国
資
本
企
業
の
知
的
財

産
と
み
な
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　

つ
ま
り
種
子
法
廃
止
は
モ
ン
サ
ン
ト

（M
onsanto

）
や
デ
ュ
ポ
ン
ト
（D
upont

）、

近
年
モ
ン
サ
ン
ト
を
買
収
し
た
ド
イ
ツ
企
業
の

ベ
イ
ヤ
ー
（Bayer

）、
ス
イ
ス
企
業
の
シ
ン

ジ
ェ
ン
タ
（Syngenta

）
が
日
本
の
種
子
マ
ー

ケ
ッ
ト
を
独
占
す
る
こ
と
に
な
る
。
国
際
バ
イ

オ
企
業
は
す
で
に
日
本
に
子
会
社
を
創
立
し
て

お
り
、
こ
れ
ら
の
日
本
農
家
は
毎
年
彼
ら
か
ら

種
子
を
購
入
し
な
く
て
は
な
ら
ず
、
種
子
法
廃

止
は
国
際
バ
イ
オ
企
業
へ
の
農
民
の
従
属
を
促

す
こ
と
に
な
っ
た
。

　

同
様
に
多
く
の
国
で
、
種
子
法
廃
止
を
通
じ

て
農
民
が
廃
業
・
自
殺
に
追
い
込
ま
れ
、
Ｇ
Ｍ

Ｏ
に
よ
る
環
境
汚
染
や
Ｇ
Ｍ
Ｏ
食
品
消
費
に
よ

る
ア
レ
ル
ギ
ー
反
応
、
内
臓
疾
患
、
悪
性
腫
瘍

癌
な
ど
、
健
康
面
で
問
題
を
起
こ
す
研
究
が

報
告
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
モ
ン
サ
ン
ト
Ｇ
Ｍ

Ｏ
・
Ｂ
Ｔ
コ
ッ
ト
ン
を
導
入
し
た
イ
ン
ド
で
は
、

２
０
１
８
年
ま
で
に
三
十
万
人
以
上
の
農
民
、

つ
ま
り
イ
ン
ド
農
耕
人
口
の
三
十
人
に
一
人
が

経
済
的
負
担
で
自
殺
に
追
い
込
ま
れ
た
。
Ｇ
Ｍ

Ｏ
と
ワ
ン
セ
ッ
ト
で
使
用
さ
れ
る
除
草
剤
で
農

業
作
業
員
が
癌
に
な
る
こ
と
も
報
告
さ
れ
て
い

る
。

　

日
本
の
国
会
は
種
子
法
廃
止
を
決
定
し
た
同

じ
年
に
、
水
道
「
民
営
化
法
」
も
成
立
さ
せ

た
。そ
れ
に
伴
っ
て
フ
ラ
ン
ス
水
道
民
営
会
社
・

ヴ
ァ
オ
リ
ア
（Veolia

）
や
ス
エ
ズ
（Suez

）

は
、す
で
に
日
本
の
自
治
体
と
交
渉
を
始
め
た
。

フ
ラ
ン
ス
・
パ
リ
市
は
１
９
８
０
年
代
に
水
道

を
民
営
化
し
た
が
、
水
道
料
金
が
急
騰
し
、
市

民
か
ら
の
要
求
で
２
０
１
０
年
に
再
公
営
化
し

た
歴
史
が
あ
る
。
日
本
で
生
活
す
る
人
々
の
ラ

イ
フ
・
ラ
イ
ン
を
、
従
来
の
よ
う
に
地
方
自
治

体
で
公
営
す
る
の
で
は
な
く
、
海
外
在
住
株
主

の
利
潤
を
追
求
す
る
外
資
企
業
が
担
う
の
で
あ

る
。

　

ス
エ
ズ
社
は
す
で
に
多
く
の
国
々
の
自
治

体
と
契
約
、
水
道
料
金
未
払
い
者
に
対
し
、

一
千
万
人
単
位
で
水
道
供
給
を
止
め
て
い
る
。

ボ
リ
ビ
ア
で
は
水
道
民
営
化
に
よ
っ
て
、
米
国

企
業
ベ
ク
テ
ル
社
が
水
道
料
未
払
い
者
に
対
し

水
道
水
供
給
を
中
止
、
各
地
で
大
暴
動
が
起
こ

り
、
そ
の
煽
り
で
独
裁
政
権
も
同
時
に
追
放
さ

れ
た
歴
史
が
あ
る
。
隣
国
の
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
で

は
ス
エ
ズ
社
は
市
民
の
訴
え
で
営
業
中
止
を
余

儀
な
く
さ
れ
撤
退
し
た
歴
史
が
あ
る
。

　

民
事
陪
審
制
度
を
導
入
す
れ
ば
、
外
資
企
業

を
受
け
入
れ
た
地
方
自
治
体
等
に
対
し
て
、
民

事
・
行
政
訴
訟
を
通
し
て
、
水
道
水
運
営
化
の

是
非
を
審
判
す
る
機
会
を
作
れ
る
。
裁
判
で
は

市
民
か
ら
選
任
さ
れ
た
陪
審
員
が
、
一
般
庶
民

の
生
活
感
覚
を
反
映
さ
せ
た
評
決
を
出
す
こ
と

も
可
能
と
な
る
。
民
事
陪
審
制
度
の
導
入
は
、

こ
れ
か
ら
さ
ら
に
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
が

加
速
す
る
国
際
社
会
に
お
い
て
、
そ
の
国
の
市

民
の
生
活
環
境
を
守
る
大
切
な
役
割
を
果
た
す

こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

　

す
で
に
モ
ン
サ
ン
ト
農
薬
の
ラ
ウ
ン
ド
ア
ッ

プ
が
発
が
ん
性
を
持
つ
こ
と
は
、
Ｗ
Ｈ
Ｏ
や
カ

リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
を
は
じ
め
と
す
る
他
の
州
政

府
に
よ
っ
て
認
識
さ
れ
て
き
た
。
く
し
く
も
日

本
の
国
会
が
「
種
子
法
廃
止
」
を
決
定
し
た

２
０
１
８
年
に
、
米
国
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
連

邦
裁
判
所
で
行
わ
れ
た
民
事
陪
審
裁
判
で
、
市

民
か
ら
選
出
さ
れ
た
陪
審
は
近
年
モ
ン
サ
ン
ト

社
の
農
薬
で
癌
に
な
っ
た
黒
人
の
原
告
に
対

し
、
多
額
の
損
害
賠
償
支
払
い
を
モ
ン
サ
ン
ト

に
命
じ
た
。
そ
れ
に
よ
っ
て
遺
伝
子
組
換
え
の

危
険
性
が
マ
ス
コ
ミ
を
通
じ
て
社
会
に
伝
わ
る

こ
と
に
な
っ
た
。

　

短
期
的
な
経
済
効
率
の
理
論
で
、
利
害
を
追

求
す
る
巨
大
な
国
際
企
業
や
利
益
に
付
随
す
る

政
治
家
に
対
し
て
、
一
般
庶
民
が
「
物
申
す
」

こ
と
が
で
き
る
民
事
陪
審
制
度
の
導
入
は
、
国

を
あ
げ
て
検
討
す
べ
き
で
な
い
だ
ろ
う
か
。
同

時
に
民
事
陪
審
の
判
断
は
、
当
事
者
か
ら
の
視

点
を
審
理
・
評
決
に
反
映
（
13
頁
下
段
に
続
く
）
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裁
判
員
は
正
し
く
裁
判
を
し
た
か

　

裁
判
員
制
度
が
始
ま
っ
て
12
年
。
５
年
目
、

10
年
目
と
い
う
節
目
ご
と
に
、
最
高
裁
は
「
お

お
む
ね
順
調
」
と
繰
り
返
し
、
メ
デ
ィ
ア
は
主

と
し
て
「
裁
判
員
へ
の
負
担
」
を
問
題
に
す
る

程
度
で
、
誰
も
正
面
か
ら
「
裁
判
員
制
度
で
刑

事
裁
判
は
正
し
い
判
決
を
す
る
よ
う
に
な
っ
た

の
か
」
を
取
り
上
げ
な
い
。

　

何
が
正
し
い
判
決
な
の
か
は
実
は
哲
学
的
な

問
題
で
、一
義
的
に
言
え
な
い
の
は
勿
論
だ
が
、

た
だ
一
つ
言
え
る
こ
と
は「
無
辜
を
罰
し
な
い
」

こ
と
だ
け
は
、
正
し
い
と
い
う
こ
と
は
誰
も
異

議
を
唱
え
な
い
は
ず
だ
。

　

私
は
今
、
こ
の
点
を
中
心
に
論
稿
を
書
い
て

い
て
、
現
在
の
と
こ
ろ
、「
無
辜
を
罰
し
て
し

ま
っ
た
」
裁
判
員
裁
判
の
分
析
を
し
て
い
る
と

こ
ろ
だ
。「
無
辜
を
罰
し
て
し
ま
っ
た
」と
い
っ

て
も
、「
神
の
み
の
知
る
」
真
実
は
、
本
当
は

被
告
人
と
被
害
者
以
外
、
裁
判
に
関
与
す
る
誰

に
も
分
ら
な
い
。
裁
判
と
は
、
そ
こ
に
出
さ
れ

た
証
拠
と
い
う
人
為
的
に
制
限
さ
れ
た
情
報

か
ら
、
制
限
の
あ
る
判
断
力
し
か
持
っ
て
い
な

い
、
制
限
さ
れ
た
人
数
に
よ
る
、
多
く
の
制
約

を
持
っ
た
判
断
に
過
ぎ
な
い
か
ら
だ
。

　

だ
か
ら
「
無
辜
を
罰
し
て
し
ま
っ
た
」
と
い

う
枠
組
み
を
「
裁
判
員
の
有
罪
判
決
が
、
高
裁

で
無
罪
に
な
っ
た
」
と
い
う
、
こ
れ
も
さ
ら
に

限
定
さ
れ
た
判
決
書
だ
け
を
資
料
と
す
る
条
件

で
見
て
い
く
こ
と
し
か
で
き
な
い
。

　

そ
う
し
た
限
定
さ
れ
た
条
件
の
中
で
の
、

テ
ー
マ
に
つ
い
て
の
今
現
在
の
感
想
を
言
え

ば
、
日
本
の
裁
判
員
有
罪
判
決
が
高
裁
で
無
罪

と
さ
れ
た
事
件
は
、
実
は
「
市
民
参
加
裁
判
に

よ
る
冤
罪
」
と
い
う
レ
ベ
ル
ま
で
も
行
っ
て
い

な
く
て
、
現
在
の
日
本
の
刑
事
手
続
、
つ
ま
り

刑
事
訴
訟
法
な
ど
の
法
律
の
問
題
と
、
そ
の
運

用
（
裁
判
官
・
検
察
官
、
そ
し
て
弁
護
士
も
）

の
裁
判
の
「
や
り
か
た
」
の
問
題
だ
と
い
う
こ

と
だ
。
裁
判
員
と
し
て
そ
う
し
た
裁
判
に
関
与

し
た
市
民
は
、
そ
の
「
や
り
か
た
」
の
中
に
組

み
込
ま
れ
て
「
裁
判
」
を
し
て
い
た
。
あ
る
い

は
そ
の
限
度
で
の
市
民
の
責
任
、
と
い
う
こ
と

か
も
し
れ
な
い
。

　

こ
の
会
報
は
多
数
の
例
を
詳
細
に
書
け
る
紙

数
の
メ
デ
ィ
ア
で
は
な
い
の
で
、
分
か
り
や
す

い
例
を
一
つ
だ
け
あ
げ
て
お
こ
う
。

　

裁
判
員
法(

１
０
８
条)

で
裁
判
員
に
課
さ

れ
た
「
守
秘
義
務
」
法
律
と
そ
の
運
用
は
、
日

本
で
の
市
民
参
加
司
法
へ
の
大
き
な
ネ
ッ
ク

で
、
裁
判
員
た
ち
が
、
な
ぜ
そ
う
判
決
を
し
た

か
が
、
語
ら
れ
る
こ
と
が
な
い
。

　

た
だ
一
つ
の
例
外
が
２
０
１
６
年
判
決
の

「
今
市
事
件
」
だ
。
05
年
に
小
学
１
年
の
女
児

が
殺
害
さ
れ
、９
年
後
に
い
わ
ゆ
る「
ロ
ー
ラ
ー

作
戦
捜
査
」（
こ
の
場
合
は
ビ
デ
オ
店
で
わ
い

せ
つ
ビ
デ
オ
を
借
り
た
こ
と
が
あ
る
者
）
で
逮

捕
さ
れ
、
暴
力
を
含
む
長
期
間
の
取
り
調
べ
で

「
自
白
」
を
し
た
被
告
人
に
、
２
年
後
に
宇
都

宮
地
裁
が
有
罪
・
無
期
懲
役
を
言
い
渡
し
た
。

　

判
決
後
の
会
見
で
裁
判
員
ら
が
口
々
に
語
っ

た
の
が
「
決
定
的
な
証
拠
が
な
か
っ
た
が
、
録

音
・
録
画
で
判
断
が
決
ま
っ
た
」「
録
音
・
録

画
の
再
生
が
な
け
れ
ば
今
回
の
判
断
は
な
か
っ

た
」「
な
か
っ
た
ら
判
断
は
で
き
な
か
っ
た
。

大
き
な
部
分
を
占
め
て
い
た
」
等
々
、
取
調
べ

の
ビ
デ
オ
を
見
た
こ
と
で
有
罪
を
決
め
た
、
と

い
う
「
有
罪
に
し
た
理
由
」
だ
っ
た
。

　

何
百
時
間
に
も
及
ん
だ
取
調
べ
の
う
ち
録

音
・
録
画
し
た
と
し
て
検
察
側
が
弁
護
側
に
開

示
し
た
の
は
81
時
間
20
分
の
み
。
こ
の
う
ち
検

五　
十　
嵐　

  

二　
葉　
　
弁
護
士

察
側
が
選
ん
だ
も
の
に
、
弁
護
側
が
選
ん
だ
も

の
が
わ
ず
か
に
加
え
ら
れ
た
７
時
間
13
分
が
３

枚
の
Ｄ
Ｖ
Ｄ
に
編
集
さ
れ
て「
補
助
証
拠
調
べ
」

（
自
白
を
検
察
官
が
書
き
取
っ
た
と
さ
れ
る「
自

白
調
書
」
に
任
意
性
が
あ
る
こ
と
を
立
証
す
る

検
察
側
の
証
拠
）
と
し
て
、
法
廷
で
上
映
さ
れ

た
の
が
、
裁
判
員
た
ち
の
「
有
罪
心
証
」
を
つ

く
っ
た
、
と
い
う
の
だ
。

　

ま
ず
刑
事
訴
訟
法
の
「
法
律
の
問
題
」。
長

期
拘
禁
（
こ
の
被
告
人
は
別
件
逮
捕
勾
留
も
含

め
て
公
判
開
始
ま
で
２
年
近
く「
囚
わ
れ
の
身
」

と
な
っ
て
い
た
）。
制
限
の
な
い
取
調
べ
（
そ

の
間
無
制
限
に
捜
査
官
の
取
調
べ
が
で
き
る
。

こ
の
被
告
人
は
逮
捕
か
ら
16
か
月
の
起
訴
後
も

取
調
べ
ら
れ
た
）。
弁
護
人
の
立
会
（
近
代
的

な
国
家
で
は
当
然
の
制
度
だ
が
、
日
本
で
は
制

度
が
無
い
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
被
告
人
も
取
調
べ

へ
の
弁
護
人
の
立
会
は
一
度
も
無
し
）。

　

そ
し
て
法
律
の
運
用
の
問
題
。
警
察
・
検
察

が
こ
れ
ら
の
言
わ
ば
近
代
法
と
し
て
の
欠
陥
を

フ
ル
に
運
用
し
て
、
台
湾
で
育
っ
て
当
時
日
本

語
も
十
分
に
で
き
な
か
っ
た
24
歳
の
青
年
を
自

殺
し
よ
う
と
す
る
ほ
ど
に
無
理
な
取
り
調
べ
で

自
白
さ
せ
、
裁
判
所
は
そ
の
自
白
を
「
任
意
性

が
あ
る
」
と
判
断
す
る
運
用
を
し
た
。

　

裁
判
所
の
運
用
で
特
に
こ
の
事
件
で
の
決
定

的
な
過
ち
は
、
裁
判
員
た
ち
が
有
罪
を
き
め

た
「
取
調
べ
ビ
デ
オ
」
は
、
裁
判
員
に
見
せ
て

は
い
け
な
い
も
の
で
あ
っ
た
の
に
、
見
せ
て
し
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（
11
頁
か
ら
）
す
る
可
能
性
を
生
む
。
ア
ル
ゼ

ン
チ
ン
の
チ
ャ
コ
県
ホ
ル
ヘ
・
キ
ャ
ピ
タ
ニ
ッ

チ
知
事
（Jorge Capitanich

）
は
、
民
事
陪

審
制
度
導
入
は
民
衆
の
権
利
や
人
権
を
守
る
大

切
な
司
法
機
関
に
な
る
だ
ろ
う
と
述
べ
た
。

　

も
し
東
電
・
日
本
政
府
に
対
す
る
福
島
原
発

訴
訟
の
民
事
裁
判
で
、
陪
審
制
度
が
導
入
さ
れ

て
い
れ
ば
、
福
島
原
発
で
被
害
を
被
っ
た
人
た

ち
の
視
点
が
、
反
映
さ
れ
る
判
断
が
下
さ
れ
た

か
も
し
れ
な
い
。

　

同
時
に
陪
審
裁
判
の
マ
ス
コ
ミ
報
道
を
通
じ

て
「
危
険
は
福
島
が
負
い
、
利
益
は
東
京
」
と

い
う
東
電
の
原
発
経
営
方
針
の
是
非
を
、
市
民

か
ら
選
任
さ
れ
た
陪
審
員
に
よ
っ
て
審
理
さ
れ

る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
風
通
し
の
良
い
市
民

の
感
覚
が
司
法
判
断
に
反
映
す
る
司
法
制
度
の

構
築
に
向
け
て
「
陪
審
制
度
を
考
え
る
会
」
は

こ
れ
か
ら
も
多
く
の
団
体
と
の
連
携
を
通
じ

て
、
民
事
陪
審
裁
判
制
度
の
導
入
に
向
け
、
活

動
を
続
け
て
行
く
こ
と
を
願
う
。

ま
っ
た
こ
と
だ
。

　

そ
も
そ
も
イ
ギ
リ
ス
で
始
め
ら
れ
、
数
多
く

の
国
に
広
が
っ
た
取
調
べ
の
状
況
を
ビ
デ
オ
や

録
音
で
残
す
理
由
は
、
取
調
べ
官
が
暴
行
や
脅

迫
は
も
と
よ
り
、
自
由
な
供
述
を
妨
げ
る
取
調

べ
を
し
な
い
よ
う
に
監
視
し
、
そ
の
客
観
的
記

録
を
残
す
た
め
だ
。
日
本
の
検
察
は
、
ビ
デ
オ

を
こ
れ
と
は
逆
の
目
的―

―

あ
る
特
定
の
取
調

べ
で
作
っ
た
自
白
調
書
を
「
任
意
性
が
あ
る
」

と
し
て
裁
判
所
の
有
罪
証
拠
に
使
わ
せ
る
た
め

に
、
そ
の
調
書
の
取
調
べ
ビ
デ
オ
を
証
拠
に
出

す
、
と
い
う
目
的
で
使
う
こ
と
を
始
め
、
日
本

の
裁
判
所
は
そ
の
ま
ま
そ
の
使
い
方
を
実
務
に

し
て
し
ま
っ
た
。

　

今
市
判
決
が
２
０
１
６
年
４
月
に
出
さ
れ
た

１
か
月
後
の
５
月
に
、
こ
の
世
界
に
例
の
な
い

使
い
方
を
刑
事
訴
訟
法
に
そ
の
ま
ま
書
き
加
え

る
刑
訴
法
改
悪(

１
０
３
条
の
２
の
追
加)

を
、

政
府
は
国
会
で
成
立
さ
せ
て
し
ま
っ
た
。

　

し
か
し
、
日
本
の
法
律
で
も
、
こ
の
ビ
デ
オ

を
裁
判
員
に
見
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と

は
、
弁
護
士
の
間
で
も
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な

い
の
だ
。
裁
判
員
法
６
条(

裁
判
官
及
び
裁
判

員
の
権
限)

２
項
は
「
次
に
掲
げ
る
裁
判
所
の

判
断
は
、
構
成
裁
判
官
の
合
議
に
よ
る
。
一
法

令
の
解
釈
に
係
る
判
断
、
二 

訴
訟
手
続
に
関

す
る
判
断
」
と
規
定
す
る
。
裁
判
員
制
度
の

制
度
設
計
に
際
し
て
市
民
参
加
に
大
い
に
期
待

を
抱
い
て
い
た
日
弁
連
は
、
調
書
の
任
意
性

判
断
に
裁
判
員
を
参
加
さ
せ
る
よ
う
主
張
し
た

が
「
法
律
判
断
は
裁
判
官
の
専
権
で
あ
る
」
と

の
理
由
で
認
め
ら
れ
な
い
ま
ま
立
法
さ
れ
て
い

る
。

　

つ
ま
り
任
意
性
判
断
は
裁
判
官
の
み
で
し
な

け
れ
ば
な
ら
ず
、
従
っ
て
取
調
べ
ビ
デ
オ
の
視

聴
は
裁
判
官
の
み
で
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

の
に
、
宇
都
宮
地
裁
刑
事
部
は
、
裁
判
員
に
見

せ
て
し
ま
う
違
法
を
侵
し
た
の
だ
（
他
の
裁
判

所
も
同
様
の
過
ち
を
し
て
い
た
の
で
、
違
法
性

を
考
え
も
し
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
が
、
裁
判
員

法
を
知
ら
な
い
で
の
運
用
だ
）。

　

宇
都
宮
地
裁
の
こ
の
違
法
が
無
け
れ
ば
、
裁

判
員
ら
の
有
罪
判
断
は
な
か
っ
た
。

　

今
市
事
件
の
控
訴
審
判
決
（
２
０
１
８
年
４

月
８
日
東
京
高
裁
）
は
、
１
審
裁
判
所
が
裁
判

員
に
ビ
デ
オ
を
見
せ
て
し
ま
っ
た
こ
と
に
対
し

て
「
被
告
人
が
殺
害
犯
人
で
あ
る
と
認
め
ら
れ

る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
と
、
自
ら
が
殺
害
犯

人
で
あ
る
こ
と
を
認
め
る
被
告
人
の
供
述
が
信

用
で
き
る
か
と
い
う
こ
と
と
の
違
い
は
紙
一
重

で
あ
り
」「
取
り
調
べ
の
録
音
録
画
記
録
媒
体

を
証
拠
と
し
て
取
り
調
べ
る
と
い
う
こ
と
は
┇

┇
┇
こ
れ
を
実
質
証
拠
と
せ
ず
、
信
用
性
の
補

助
証
拠
に
限
定
し
、
実
体
判
断
は
供
述
証
拠
に

よ
る
と
法
的
に
整
理
し
た
と
し
て
も
、
実
際
の

心
証
形
成
の
過
程
や
内
容
は
、
同
記
録
媒
体
を

実
質
証
拠
と
し
た
場
合
と
実
質
的
に
異
な
ら
な

い
」(

68
頁)

と
し
て
、
こ
の
点
を
中
心
に
宇

都
宮
地
裁
の
裁
判
員
判
決
を
破
棄
し
て
い
る
。

　

た
だ
、
こ
の
東
京
高
裁
は
、
誰
も
が
思
い
も

し
な
か
っ
た
「
勾
留
さ
れ
て
い
る
被
告
人
が
母

に
書
い
た
手
紙
」
と
鑑
定
意
見
が
分
か
れ
た
Ｄ

Ｎ
Ａ
鑑
定
な
ど
を
理
由
に
被
告
人
が
女
児
殺
し

の
犯
人
だ
と
認
め
る
と
い
う
、
奇
妙
な
判
断
で

無
期
懲
役
の
実
刑
を
維
持
す
る
「
破
棄
自
判
」

判
決
を
し
て
い
る
。

　

１
審
の
裁
判
員
ら
が
、も
し
裁
判
所
か
ら「
ビ

デ
オ
」
を
見
せ
ら
れ
ず
、「
決
定
的
な
証
拠
が

な
か
っ
た
」
と
い
う
状
態
で
、
宇
都
宮
地
裁
の

裁
判
官
が
刑
事
裁
判
の
大
原
則
「
疑
わ
し
き
は

被
告
人
の
利
益
に
」
を
裁
判
員
ら
に
正
し
く
説

示
し
て
い
た
ら
、
裁
判
員
た
ち
が
「
決
定
的
な

証
拠
が
な
か
っ
た
が
」「
ビ
デ
オ
で
判
断
し
て
」

有
罪
の
判
決
を
す
る
こ
と
は
な
く
、
無
罪
の
判

決
を
し
て
い
た
ら
、
そ
れ
で
も
２
審
の
東
京
高

裁
が
有
罪
判
決
を
し
た
か
は
疑
問
だ
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
日
本
の
刑
訴
法
の
非
近
代

的
な
特
性
と
警
察
・
検
察
・
裁
判
所
の
運
用
、

裁
判
員
法
を
多
分
よ
く
読
み
も
し
な
い
裁
判
所

の
誤
っ
た
運
用
で
、
裁
判
員
裁
判
に
誤
っ
た
判

決
が
出
て
し
ま
っ
た
一
つ
の
例
だ
。

　

こ
の
今
市
事
件
で
は
、多
数
の
「
自
白
調
書
」

や
相
反
す
る
鑑
定
な
ど
の
中
で
、
裁
判
員
ら

は
「
決
定
的
な
証
拠
が
な
か
っ
た
」
と
い
う
と

こ
ろ
ま
で
の
判
断
を
し
て
い
た
。
２
審
の
東
京

高
裁
の
多
く
の
学
者
や
実
務
家
が
驚
く
判
断
よ

り
、
真
っ
当
な
判
断
を
市
民
は
し
て
い
た
と
も

言
え
る
。

　

そ
れ
を
今
後
必
ず
明
ら
か
に
な
る
だ
ろ
う

が
、
冤
罪
・
誤
判
事
件
に
し
て
し
ま
っ
た
の
は

何
な
の
か
、
私
た
ち
は
他
の
裁
判
員
事
件
も
、

そ
の
観
点
で
見
て
行
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ

ろ
う
。
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陪
審
裁
判
を
、
翌
年
に
民
事
陪
審
裁
判
を
導
入

し
、
日
本
返
還
直
前
ま
で
継
続
し
ま
し
た
。
開

催
さ
れ
た
陪
審
裁
判
は
９
件
。
琉
球
大
学
の
図

書
館
に
は
、
そ
の
う
ち
刑
事
陪
審
３
件
、
民

事
陪
審
２
件
の
法
廷
記
録
の
コ
ピ
ー
が
保
管
さ

れ
て
い
ま
し
た
。
陪
審
裁
判
を
考
え
る
会
メ
ン

バ
ー
有
志
は
、
そ
の
民
事
陪
審
裁
判
記
録
２
件

を
和
訳
し
、
そ
れ
が
書
籍
の
重
要
な
基
盤
と
な

り
ま
し
た
。

　

も
う
ひ
と
つ
の
出
来
事
は
、
２
０
１
９
年
５

月
に
裁
判
員
制
度
が
施
行
10
年
の
節
目
を
迎
え

た
こ
と
で
す
。
裁
判
員
制
度
を
導
入
し
た
平
成

の
司
法
制
度
改
革
で
は
、
司
法
へ
の
市
民
参
加

を
刑
事
事
件
の
み
な
ら
ず
、
民
事
事
件
や
行
政

事
件
に
も
導
入
す
る
こ
と
が
検
討
さ
れ
て
い
ま

し
た
。裁
判
員
制
度
施
行
10
年
を
き
っ
か
け
に
、

も
う
一
度
、
民
事
司
法
へ
の
市
民
参
加
の
可
能

性
を
市
民
と
と
も
に
議
論
し
た
い
、
そ
の
た
め

に
日
本
の
司
法
を
取
り
巻
く
諸
問
題
を
洗
い
出

し
、
沖
縄
の
民
事
陪
審
裁
判
記
録
か
ら
そ
の
解

決
、
改
善
の
た
め
の
糸
口
を
探
り
た
い
と
い
う

の
が
、
今
回
の
出
版
の
コ
ン
セ
プ
ト
で
す
。
沖

縄
の
基
地
問
題
や
福
島
の
原
発
訴
訟
な
ど
を
題

材
に
、
民
事
陪
審
裁
判
が
導
入
さ
れ
た
ら
、
そ

れ
ら
は
ど
う
変
わ
っ
て
い
く
の
か
と
い
う
命
題

が
屋
台
骨
と
な
っ
て
、
多
角
的
な
意
見
を
支
え

て
い
ま
す
。

　

今
回
の
出
版
に
際
し
て
は
、
32
名
も
の
執
筆

者
に
参
加
し
て
い
た
だ
き
、
非
常
に
多
岐
に

及
ぶ
話
題
に
つ
い
て
議
論
し
て
い
た
だ
き
ま
し

た
。
そ
れ
ゆ
え
、
い
さ
さ
か
混
沌
と
し
た
印
象

を
読
者
に
与
え
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
私
の
出

版
人
と
し
て
の
力
の
無
さ
が
大
き
く
起
因
す
る

と
こ
ろ
で
は
あ
り
ま
す
が
、見
方
を
変
え
れ
ば
、

そ
れ
が
こ
の
国
の
「
陪
審
裁
判
」
の
現
状
で
あ

る
と
も
言
え
ま
す
。「
陪
審
裁
判
」
は
、
そ
し

て
民
事
陪
審
裁
判
導
入
の
議
論
は
、
今
は
未
だ

雑
然
と
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
出
版
と
い

う
か
た
ち
で
市
民
に
問
う
の
は
非
常
に
難
し
い

こ
と
で
も
あ
り
ま
し
た
。

　

し
か
し
、「
未
だ
無
い
も
の
」
に
は
、
無
限

の
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。
今
は
「
陪
審
裁
判
」

や
司
法
へ
の
市
民
参
加
に
関
心
が
薄
い
人
び
と

も
、
少
な
か
ら
ず
日
本
の
司
法
や
社
会
に
鬱
屈

し
た
気
持
ち
を
抱
い
て
日
々
を
生
き
て
い
る
は

ず
で
す
。
そ
の
歯
痒
さ
を
解
消
す
る
手
段
の
ひ

　

昨
年
、
２
０
２
０
年
５
月
、
陪
審
裁
判
を
考

え
る
会
の
編
集
に
よ
る
『
民
事
陪
審
裁
判
が
日

本
を
変
え
る　

沖
縄
に
民
事
陪
審
裁
判
が
あ
っ

た
時
代
か
ら
の
考
察
』
が
刊
行
さ
れ
ま
し
た
。

出
版
社
の
担
当
者
と
し
て
、
歴
史
的
に
、
社
会

的
に
、
そ
し
て
、
未
来
の
た
め
に
意
義
あ
る
書

籍
の
発
刊
に
た
ず
さ
わ
ら
せ
て
い
た
だ
き
、
心

よ
り
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。
会
員
お
よ
び
執
筆

者
の
皆
様
、
と
り
わ
け
編
集
代
表
を
務
め
て
い

た
だ
い
た
新
倉
修
先
生
、
四
宮
啓
先
生
、
福
来

寛
先
生
、
飯
考
行
先
生
、
事
務
局
の
滝
田
清
暉

さ
ん
、
黒
沢
香
さ
ん
、
そ
し
て
刊
行
お
よ
び
普

及
の
た
め
に
命
を
か
け
て
尽
力
し
て
く
だ
さ
っ

た
故
・
上
口
達
夫
さ
ん
、
本
当
に
あ
り
が
と
う

ご
ざ
い
ま
し
た
。
そ
し
て
、
帯
広
告
へ
思
い
高

ぶ
る
コ
メ
ン
ト
を
寄
せ
て
く
だ
さ
っ
た
新
堂
幸

司
先
生
に
も
特
別
の
感
謝
を
申
し
上
げ
ま
す
。

　

今
回
の
出
版
は
、
二
つ
の
大
き
な
出
来
事
が

契
機
と
な
り
ま
し
た
。
ひ
と
つ
は
、
か
つ
て
沖

縄
で
行
わ
れ
て
い
た
陪
審
裁
判
の
貴
重
な
生
き

た
記
録
が
、
２
０
１
５
年
に
琉
球
大
学
で
発
見

さ
れ
た
こ
と
で
す
。
沖
縄
を
統
治
し
た
ア
メ
リ

カ
民
政
府
の
裁
判
所
は
、
１
９
６
３
年
に
刑
事

と
つ
と
し
て
、
市
民
の
司
法
参
加
へ
注
目
が
集

ま
り
、
市
民
間
で
の
議
論
が
高
ま
れ
ば
、
現
実

に
「
民
事
陪
審
裁
判
が
日
本
を
変
え
る
」
日
が

来
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。そ
の
可
能
性
に
こ
そ
、

出
版
意
義
が
あ
り
ま
す
。「
陪
審
裁
判
」
を
出

版
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
国
で
は
今
は
未

だ
導
線
の
な
い
困
難
な
道
で
す
。だ
か
ら
こ
そ
、

陪
審
裁
判
を
考
え
る
会
で
の
活
動
を
通
し
て
、

他
者
か
ら
学
び
、
協
力
し
合
い
、
自
己
の
知
見

を
深
め
て
、
ま
た
そ
れ
に
挑
戦
し
た
い
で
す
。
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